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【
要
約
】
　
宋
の
太
祖
か
ら
弟
太
宗
へ
の
帝
位
継
承
に
は
不
明
朗
な
点
が
少
な
く
な
い
。
霜
害
説
が
存
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
て

情
況
証
拠
の
み
に
限
ら
れ
る
た
め
に
千
古
の
疑
案
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
疑
惑
を
さ
ら
に
強
め
る
も
の
が
、
太
宗
の
道
教
政
策
の
内
に
見
い
出
さ
れ

る
。
長
安
西
郊
に
本
拠
を
も
ち
、
罪
代
に
は
大
き
な
教
勢
を
有
し
な
が
ら
も
、
唐
末
以
後
、
著
し
く
衰
退
に
向
つ
た
楼
観
派
道
教
に
対
す
る
太
宗
の
異
常

と
も
思
え
る
肩
入
れ
が
そ
れ
で
あ
る
。
太
宗
が
兄
太
祖
を
承
け
て
帝
位
に
即
く
べ
き
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る
奇
怪
な
神
言
が
、
即

位
直
後
に
流
布
し
て
お
り
、
そ
の
神
の
た
め
に
荻
大
な
道
観
が
太
宗
に
よ
り
建
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
神
言
な
る
も
の
を
追
跡
し
て
み
る
と
、

楼
観
派
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作
為
さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
を
太
宗
が
自
ら
の
帝
位
継
承
を
合
理
化
す
る
と
い
う
政
治
的
意
図
の
も
と
に
巧
み
に

利
用
し
た
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
次
帝
真
宗
の
著
名
な
道
教
尊
崇
、
あ
る
い
は
江
南
出
身
官
僚
の
動
静
と
合
せ
て
、
宋
初
の
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な

展
開
の
一
断
面
と
言
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
七
巻
二
号
　
一
九
八
四
年
三
月
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は
　
じ
　
め
　
に

宋
の
初
代
太
祖
か
ら
二
代
太
宗
へ
の
帝
位
継
承
に
関
し
て
、
少
な
か
ら
ざ
る
疑
惑
が
存
し
た
こ
と
が
、
古
来
、
史
家
の
一
部
の
間
で
根
強
く

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
弟
の
太
宗
が
兄
の
太
祖
を
斌
害
し
て
自
ら
帝
位
に
即
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
・
つ
と
に
籍
建
篁
の
論
意
あ
り
・
千
古
之
峯
と
す
る
に
足
る
史
料
を
ほ
ぼ
全
て
掲
げ
ら
れ
て
詳
論
さ
れ
て
い
如
も

・
と
も
躊
博
士
の
論
考
は
、
疑
惑
そ
れ
自
体
に
白
黒
を
決
す
・
意
図
の
も
の
で
は
な
文
太
揚
か
ら
太
宗
期
に
か
け
て
、
瞬
き
姦
治
的
⑳

r
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
主
旨
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
斌
害
説
に
か
か
わ
る
疑
惑
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
の
も
、
5
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疑
惑
そ
の
も
の
が
事
実
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
意
図
か
ら
で
は
な
い
。
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
太
宗
以
後
の
北
宋
一
代
を
通
’

じ
て
な
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
実
録
等
史
料
の
書
き
換
え
や
隠
蔽
工
作
に
よ
っ
て
、
史
料
の
上
か
ら
事
実
を
究
明
す
る
こ
と
は
ま
ず
不
可
能
と

言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
情
況
証
拠
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
疑
惑
を
さ
ら
に
強
か
ら
し
め
る
史
料
が
存
し
、
か
つ
、
こ

れ
と
直
接
に
関
連
し
て
建
立
さ
れ
た
道
観
が
、
言
わ
ば
物
証
と
し
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
上
記
の
関
連
史
料
の
紹
介
と
そ
の

検
討
を
中
心
に
、
帝
位
継
承
を
め
ぐ
る
不
明
朗
さ
を
払
拭
し
て
、
継
承
問
題
の
正
当
性
を
強
く
主
張
せ
ね
ば
な
ら
な
い
太
宗
側
の
政
治
的
意
図

と
、
教
勢
の
衰
退
を
新
た
に
成
立
し
た
宋
朝
権
力
と
結
び
付
く
こ
と
で
何
と
か
回
復
せ
ん
と
す
る
道
教
一
派
勢
力
の
思
惑
を
関
連
付
け
て
論
じ

た
い
。
さ
ら
に
は
、
真
宗
期
に
頂
点
を
む
か
え
る
道
教
保
護
の
宗
教
政
策
の
下
地
が
太
宗
期
に
用
意
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
も
言
及
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。

　
①
　
宮
崎
市
定
「
朱
の
太
祖
被
両
説
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
九
一
四
　
一
九
　
　
　
　
　
四
五
　
後
、
　
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
三
所
収
　
一
九
六
三
）
。
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剛
　
疑
惑
に
関
す
る
主
要
史
料

　
宮
崎
論
文
で
す
で
に
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
疑
惑
説
の
主
要
な
も
の
を
後
の
行
論
上
、
ま
ず
掲
げ
る
。
疑
惑
説
の
初
見
は
、
僧
家
螢
の
撰
に

　
　
　
　
　
　
・
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
か
る
商
湘
仙
野
緑
』
続
編
巻
中
の
次
の
記
事
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
祖
宗
（
太
祖
）
潜
耀
の
日
、
嘗
て
一
道
士
と
関
河
に
遊
ぶ
。
姓
名
を
定
め
る
無
し
。
自
ら
混
沌
と
乏
い
、
或
い
は
又
た
真
率
と
諾
う
。
乏

　
　
し
き
こ
と
有
る
毎
に
則
ち
嚢
金
を
探
り
、
愈
い
よ
探
れ
ば
愈
い
よ
出
す
。
三
人
（
二
人
の
誤
り
か
）
は
毎
に
潮
脚
題
意
す
。
生
は
善
く
歩

　
　
③

　
　
虚
を
歌
い
て
戯
れ
と
為
す
。
能
く
其
の
喉
を
杏
冥
の
間
に
引
き
清
徴
の
声
を
作
る
。
時
に
或
い
は
一
二
句
、
天
風
に
随
い
瓢
下
す
。
惟
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
祖
宗
の
み
之
を
聞
く
。
曰
く
、
金
管
虎
頭
四
、
真
龍
得
真
位
と
。
醒
る
に
至
り
て
之
を
配
す
る
に
、
則
ち
曰
く
、
酔
夢
の
語
、
豊
に
愚
る

　
　
に
足
ら
ん
や
と
・
膚
図
受
禅
の
日
に
至
り
・
乃
ち
庚
申
正
易
四
な
や
正
極
よ
り
再
び
見
え
龍
詔
繁
し
て
草
沢
に
導
訪
ね
し
む
・

　
　
或
い
は
輯
猿
道
中
に
、
或
い
は
嵩
洛
の
聞
に
見
ゆ
。
後
十
六
載
、
乃
ち
開
宝
乙
亥
歳
（
八
年
）
な
り
。
上
已
に
祓
質
す
。
駕
、
西
洛
に
幸
す
。
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生
、
酔
い
て
岸
の
太
（
木
）
陰
下
に
坐
し
、
笑
い
て
太
祖
に
揖
し
て
曰
く
、
別
れ
て
よ
り
来
、
喜
安
な
り
と
。
上
大
い
に
喜
び
、
亟
か
に

　
　
中
人
を
遣
り
密
か
に
引
き
て
後
首
に
入
る
。
其
の
命
ず
る
を
恐
れ
、
急
ぎ
回
鐸
し
て
、
与
に
之
に
見
ゆ
。
一
に
平
時
の
如
く
、
抵
掌
浩
飲

　
　
す
。
上
、
生
に
謂
い
て
曰
く
、
我
、
久
し
く
汝
に
見
え
、
一
事
を
決
毒
せ
ん
と
欲
す
。
他
無
し
、
我
が
寿
ま
た
幾
く
の
多
き
在
る
を
得
ん

　
　
や
と
。
生
曰
く
、
倶
、
今
年
十
月
二
十
日
の
夜
晴
な
れ
ば
、
則
ち
一
紀
を
延
す
可
し
と
。
上
、
酷
は
だ
之
を
留
め
、
後
苑
に
心
せ
し
む
。

　
　
苑
吏
或
い
は
木
末
の
鳥
巣
中
に
宿
せ
る
を
見
る
。
止
ま
る
こ
と
数
日
に
し
て
集
え
ず
。
切
切
と
し
て
其
の
語
を
記
す
。
期
す
る
所
の
夕
に

　
　
至
り
、
上
、
太
清
閣
に
御
し
、
四
つ
か
た
気
を
覆
す
。
是
の
夕
、
果
し
て
看
る
。
星
斗
明
答
な
り
。
上
、
心
方
め
て
喜
ぶ
。
俄
か
に
し
て

　
　
濫
悪
四
起
し
、
天
気
防
変
し
、
雪
一
際
り
に
降
る
。
侯
を
移
し
閣
を
下
り
、
急
ぎ
宮
盛
を
伝
え
、
端
門
を
開
き
て
開
封
王
（
勢
の
誤
り
）
を

　
　
召
す
。
即
ち
太
宗
な
り
。
延
き
て
大
営
に
入
れ
、
酒
を
酌
み
対
飲
す
。
僚
官
宮
妾
悉
く
之
を
輝
く
。
倶
、
遙
か
に
融
業
の
下
、
太
宗
時
に

　
　
或
い
は
席
を
避
け
、
勝
う
可
か
ら
ざ
る
の
状
有
る
を
見
る
。
飲
み
詑
り
、
禁
漏
三
鼓
た
り
。
殿
雪
已
に
数
々
。
帝
、
柱
斧
を
引
き
雪
を
籔

　
　
つ
。
太
宗
を
顧
て
曰
く
、
好
く
倣
せ
、
好
く
倣
せ
と
。
遂
に
帯
を
解
き
寝
に
就
く
。
鼻
息
、
雷
錘
の
如
し
。
是
の
夕
、
太
宗
、
禁
内
に
留

　
　
宿
す
。
将
に
五
鼓
な
ら
ん
と
し
て
、
周
（
同
の
誤
り
）
盧
老
、
寂
と
し
て
聞
く
所
無
し
。
帝
已
に
崩
ぜ
り
。
太
宗
、
遺
を
枢
前
に
受
け
即
位

　
　
す
。
暁
に
逮
び
て
明
堂
に
登
り
、
遺
贈
を
宣
し
て
罷
む
。
声
働
ず
。
近
臣
を
引
き
て
玉
衣
を
罰
し
、
以
て
聖
体
を
託
す
。
玉
色
温
螢
に
し

　
　
て
湯
沐
よ
り
出
ず
る
が
如
し
。

以
上
の
後
半
部
が
「
燭
影
斧
声
」
と
し
て
史
上
知
ら
れ
る
も
の
で
、
宮
崎
論
文
で
は
「
只
普
通
に
は
禁
中
に
お
い
て
は
行
な
わ
れ
そ
う
も
な
い

何
か
只
事
で
な
い
奇
怪
な
事
件
が
遂
行
さ
れ
た
ら
し
い
探
偵
小
説
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
太
祖
と

太
宗
の
二
人
だ
け
で
の
は
る
か
灯
燭
の
下
に
望
見
さ
れ
る
ふ
る
ま
い
、
す
な
わ
ち
、
太
祖
が
「
好
倣
、
頑
張
れ
」
と
連
呼
し
な
が
ら
斧
で
雪
を

打
ち
た
た
く
が
如
き
様
は
、
き
わ
め
て
異
様
な
光
景
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
「
こ
の
野
郎
」
と
ば
か
り
に
太
宗
が
太
祖
を
斧
で
打

ち
す
え
て
い
た
の
を
、
直
筆
を
は
ば
か
り
、
上
記
の
如
く
行
為
者
を
逆
転
さ
せ
て
言
外
に
暗
示
し
た
と
も
取
り
得
る
表
現
で
あ
る
。

　
次
に
や
は
り
宮
崎
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
開
宝
九
年
十
月
条
の
太
祖
崩
御
に
関
す
る
記
事
は
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以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
初
め
神
の
整
屋
体
民
張
守
真
に
降
る
有
り
。
自
ら
我
は
天
の
尊
神
、
黒
殺
将
軍
と
号
す
、
玉
帝
の
輔
な
り
と
言
う
。
守
真
毎
に
斎
戒
し
て

　
　
祈
請
す
る
に
、
神
、
必
ず
室
中
に
降
る
。
風
は
粛
然
と
し
て
声
は
嬰
児
の
若
し
。
独
り
守
真
の
み
能
く
之
を
暁
か
に
す
。
言
う
所
の
禍
福
、

　
　
多
く
験
す
。
守
真
、
遂
に
道
士
と
為
る
。
上
、
不
予
た
り
。
駅
も
て
守
真
を
召
し
閾
下
に
至
ら
し
む
。
壬
子
（
十
九
属
）
、
内
侍
王
継
嗣
に

　
　
命
じ
、
鵬
翼
観
に
就
き
て
黄
鯛
酢
を
設
け
、
守
真
を
し
て
神
を
降
ら
し
む
。
神
言
え
ら
く
、
天
上
の
宮
闘
已
に
成
り
、
玉
鎌
開
か
る
。
晋

　
　
王
仁
心
有
り
と
。
雷
誇
り
て
復
た
降
ら
ず
。
（
原
註
。
此
れ
国
史
望
潮
志
に
拠
り
、
稽
や
増
す
に
楊
億
談
苑
を
以
て
す
。
第
二
に
又
た
云
う
、
太
祖
、

　
　
守
真
の
雷
を
聞
き
、
以
て
妖
と
為
し
、
将
に
諜
を
加
え
ん
と
す
。
会
た
ま
曇
駕
せ
り
と
。
恐
ら
く
は
然
ら
ざ
る
な
り
。
今
取
ら
ず
。
）
上
、
其
の
言
を
聞

　
　
き
、
即
ち
夜
に
晋
王
を
召
し
、
属
す
る
に
後
事
を
以
て
す
。
左
右
皆
な
聞
く
を
得
ず
。
但
、
遙
か
に
燭
影
の
下
、
晋
王
時
に
或
い
は
席
を

　
　
離
れ
、
遜
避
す
る
所
の
状
有
る
が
若
き
を
見
る
。
既
に
し
て
上
、
釜
（
斧
の
誤
り
な
ら
ん
）
を
引
養
し
て
地
を
勝
ち
、
大
声
に
て
晋
王
に
謂

　
　
い
て
曰
く
、
好
く
之
を
為
せ
と
。
（
原
註
。
此
れ
呉
僧
文
釜
の
為
り
し
所
の
湘
山
野
録
に
拠
る
。
正
史
・
実
録
並
び
に
之
無
し
。
野
録
に
云
う
。
　
（
中

　
　
略
）
太
祖
の
英
武
、
其
の
達
生
に
し
て
知
命
は
、
蓋
し
此
く
の
如
き
者
有
り
。
文
螢
宜
し
く
妄
な
ら
ざ
る
べ
し
。
故
に
特
に
此
に
著
す
。
然
る
に
文
餐
の

　
　
言
う
所
の
道
士
は
姓
名
を
得
ず
。
量
に
即
ち
張
守
真
な
ら
ん
や
。
或
い
は
復
た
一
道
士
な
り
。
恐
ら
く
は
文
盤
、
之
を
伝
聞
に
得
。
故
に
審
か
な
ら
ず
。

　
　
以
下
に
藥
惇
直
筆
、
王
禺
傅
建
隆
遺
事
を
引
く
が
省
略
す
る
。
）
癸
丑
（
二
十
日
）
、
上
、
万
歳
殿
に
崩
ず
。

『
長
編
』
に
等
等
が
原
註
と
し
て
引
用
す
る
諸
書
に
つ
い
て
ま
ず
｛
瞥
し
て
お
こ
う
。
成
書
の
最
も
早
い
の
は
、
r
淳
化
年
期
（
九
九
〇
i
九
四
）

に
成
っ
た
と
さ
れ
る
王
禺
偶
の
『
建
隆
遺
事
』
で
あ
る
が
、
上
記
『
長
編
』
の
原
註
中
略
部
分
で
李
蒸
が
「
蓋
し
禺
僑
は
文
章
を
も
っ
て
天
下

に
名
た
り
。
今
伝
う
る
所
の
遺
事
、
語
は
多
く
鄙
俗
に
し
て
略
ぼ
音
量
平
日
の
諸
声
に
似
ず
。
云
々
。
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
人
に
よ
る
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

託
の
疑
い
が
き
わ
め
て
強
い
も
の
で
あ
る
。
　
『
国
史
』
符
面
罵
は
、
仁
宗
天
聖
年
間
（
一
〇
二
三
一
三
二
）
に
完
成
し
た
『
三
朝
国
史
』
の
符
瑞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

志
で
あ
ろ
う
。
　
『
太
祖
、
太
宗
朝
史
』
は
、
真
宗
景
徳
四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
成
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
次
ぐ
。
黒
門
（
九
七
四
1
一
〇
二
〇
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

『
談
苑
』
は
、
彼
の
没
年
以
後
、
編
者
宋
摩
の
没
年
た
る
治
平
三
年
目
一
〇
六
六
）
以
前
の
成
立
で
あ
る
。
　
『
長
編
』
塩
引
の
『
談
苑
』
記
事
は
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太祖斌害説と上清太平宮（愛宕）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

簡
略
で
あ
る
が
、
爾
宋
江
少
分
撰
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
に
よ
り
詳
細
な
『
談
苑
』
の
引
用
が
見
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
楊
億
が
拠
っ
た
も
の
が
自

ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。
僧
文
螢
撰
の
『
湘
山
野
録
』
は
熈
寧
年
間
（
一
〇
六
八
一
七
七
）
の
成
立
で
あ
り
、
上
記
諸
書

　
　
⑩

に
次
ぐ
。
太
祖
崩
御
に
関
し
て
、
本
書
の
記
述
は
他
書
に
比
し
て
最
も
具
体
的
、
か
つ
リ
ア
リ
ス
テ
ッ
ク
な
描
写
で
あ
る
。
倶
、
混
沌
な
い
し

は
父
無
と
称
す
る
道
士
と
太
祖
が
関
河
（
関
洛
の
誤
り
な
ら
ん
）
で
出
会
う
こ
と
が
発
端
と
さ
れ
、
鳳
翔
府
整
屋
県
民
張
守
真
は
全
く
登
場
し
な

い
。
上
記
李
蒸
が
「
或
復
一
道
士
也
。
」
と
言
う
よ
う
に
、
楊
億
『
談
苑
』
と
は
、
や
や
別
系
統
の
伝
聞
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
同
じ
文
釜
の
撰
に
か
か
る
『
玉
壷
清
華
』
巻
一
に
、
太
祖
が
北
漢
遠
征
の
帰
路
、
真
定
の
龍
興
観
道
導
管
澄
隠
と
会
っ
た
時
の
こ
と

と
し
て
次
の
よ
う
な
話
を
載
せ
る
。

　
　
自
ら
言
う
。
易
い
隠
州
道
士
丁
少
微
・
華
山
陳
搏
と
関
洛
に
結
生
す
。
嘗
て
孫
王
房
肇
皮
処
士
と
遇
う
。
上
間
い
て
曰
く
、
何
の
術
を
得

　
　
し
や
と
。
対
え
て
曰
く
、
臣
、
長
嚥
引
算
の
法
を
得
た
り
と
。
遂
に
長
下
せ
し
む
る
に
、
其
の
声
清
た
る
こ
と
杏
冥
に
入
り
、
移
駐
絶
え

　
　
ず
。
上
、
曝
す
る
こ
と
久
し
う
し
、
低
迷
仮
寝
す
る
こ
と
殆
ん
ど
食
頃
。
方
に
欠
伸
せ
ん
と
す
る
に
、
其
の
下
略
ぽ
中
断
せ
ず
。
上
大
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
に
之
を
奇
と
す
。
云
々
。

こ
こ
に
云
う
長
言
引
上
の
法
を
よ
く
す
る
道
士
揺
籠
隠
と
は
、
　
『
湘
山
野
録
』
で
の
混
沌
な
い
し
真
無
と
称
す
る
道
士
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。

　
察
惇
『
直
筆
』
は
、
　
『
長
編
』
に
数
条
の
引
用
が
見
え
、
そ
の
最
も
晩
い
時
期
の
も
の
は
、
巻
五
二
〇
元
符
三
年
（
二
〇
〇
）
正
月
条
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
後
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
上
記
諸
書
中
で
は
一
番
晩
れ
て
の
成
書
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
考
え

て
、
　
『
湘
山
野
録
』
の
系
譜
上
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
①
　
『
郡
講
読
書
志
』
巻
三
下
小
説
類
「
湘
山
野
録
四
巻
。
右
皇
朝
煕
寧
中
（
一
〇
　
　
　
　
　
則
弼
写
之
、
為
神
仙
声
。
道
士
効
之
、
作
歩
裏
声
。
楽
府
古
題
要
解
、
歩
虚
詞
、

　
　
六
六
－
七
七
）
、
僧
文
幾
撰
、
記
國
朝
命
竣
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
観
所
唱
、
備
言
衆
仙
練
紗
軽
挙
之
美
。
」

　
②
　
『
李
太
白
文
集
』
巻
二
五
「
題
随
州
紫
陽
先
生
壁
」
詩
「
喘
息
譲
妙
気
、
歩
虚
　
　
　
　
③
　
五
行
説
で
金
に
配
当
さ
れ
る
十
干
は
庚
で
あ
る
。
猴
は
申
、
虎
は
寅
で
、
寅
月

　
　
吟
真
声
」
注
「
異
苑
、
陳
思
王
遊
山
、
忽
聞
空
襲
舗
経
声
、
愛
山
過
亮
。
口
音
者
　
　
　
　
．
は
正
月
で
あ
る
。
頭
四
は
言
う
ま
で
も
な
く
初
四
日
で
あ
る
。
太
祖
の
受
禅
日
が
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建
隆
元
年
庚
申
歳
正
月
四
白
で
あ
る
こ
と
を
予
言
し
た
も
の
で
あ
6
。
．
こ
の
種
の

＝
予
言
や
符
瑞
は
、
建
国
者
に
関
す
る
も
の
を
一
般
的
と
し
、
朱
太
祖
に
関
し
て
も
、

　
例
え
ば
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
（
T
4
9
・
謝
a
～
）
に
講
釈
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
書
同
条
に
太
宗
を
宋
朝
開
国
の
主
と
す
る
符
瑞
が
見
え
、
本
稿
で

　
後
に
詳
論
す
る
点
と
少
な
か
ら
ず
関
連
す
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。
太
平
興
圏
七

　
年
（
九
八
二
）
に
酵
州
で
誌
離
石
が
発
見
さ
れ
献
上
さ
れ
た
。
南
朝
斉
酷
寒
の
神

　
僧
宝
誌
の
予
言
を
刻
し
た
と
さ
れ
る
石
で
、
　
「
吾
観
四
五
最
後
、
次
柑
子
、
趙
号

　
太
平
、
二
十
一
帝
、
社
稜
永
安
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
蝦
。
）
。

　
帖
子
の
歳
（
九
七
六
）
に
即
位
し
て
太
平
興
国
と
改
元
し
た
太
宗
を
指
す
こ
と
言

　
う
ま
で
も
な
い
。
帝
位
継
承
に
関
す
る
疑
惑
を
払
拭
す
る
た
め
の
政
治
的
な
演
出

　
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
竺
　
沙
雅
章
『
中
国
仏
教

　
社
会
史
研
究
隔
第
六
章
「
方
臆
の
乱
と
喫
菜
慕
魔
」
　
（
同
朋
舎
　
一
九
八
二
）
参

　
照
。

④
　
元
趙
道
一
撰
『
歴
世
真
路
体
道
通
弊
』
巻
四
七
（
『
道
蔵
』
洞
真
部
書
伝
類
・

　
縮
刷
版
第
九
冊
六
五
七
四
一
七
五
頁
）
混
沌
道
士
条
に
ほ
ぼ
同
文
あ
り
。
　
『
宋
人

　
濡
事
常
山
』
巻
一
太
祖
条
に
も
引
用
さ
れ
、
　
「
鷺
山
野
羊
。
以
上
二
条
訳
解
山
雲

　
谷
雑
記
、
全
伺
。
r
冊
数
珍
本
雲
谷
雑
記
無
此
両
条
。
或
説
郭
誤
文
台
欝
為
漫
書

　
也
。
」
と
云
う
。

⑤
　
　
『
単
調
』
巻
一
〇
〇
「
建
隆
観
、
間
闇
門
（
即
大
梁
門
、
開
封
西
門
。
）
外
、

　
周
世
宗
建
太
清
宮
。
建
隆
初
重
修
、
改
名
建
隆
観
。
宿
雪
率
就
是
観
。
天
麗
四
年

　
正
月
十
四
臼
、
幸
建
隆
運
。
」

⑥
宋
王
明
清
撰
『
繊
塵
前
録
隠
巻
網
、
徐
規
『
王
轟
轟
事
迩
著
作
編
年
』
（
中
国

　
社
会
科
学
出
版
社
　
一
九
八
二
）
一
七
七
頁
以
下
等
参
照
。

⑦
『
揮
塵
後
山
』
巻
一
「
矢
聖
中
、
章
献
明
粛
太
暦
臨
朝
、
蜜
語
三
朝
国
史
。

　
云
為
。
」
『
文
献
通
考
』
巻
一
九
二
経
籍
一
九
史
部
正
史
類
「
三
朝
国
史
一
百
五
十

　
巻
。
晃
総
踊
、
皇
朝
国
史
、
紀
十
巻
・
志
六
十
巻
・
列
伝
八
十
巻
。
呂
夷
簡
等
撰
。

　
初
景
徳
中
、
詔
単
離
、
先
文
元
楊
億
等
九
人
、
撰
太
祖
・
太
宗
両
朝
史
。
語
根
盤

　
五
年
、
詔
夷
簡
・
宋
綬
・
自
浄
・
陳
箋
佐
・
王
居
正
・
李
淑
・
黄
鑑
・
謝
緯
・
薦
、

　
元
、
加
入
真
宗
朝
史
。
王
曾
監
修
。
羽
島
、
夷
聖
代
。
．
八
年
書
成
。
計
七
百
余
伝
◎

　
比
之
二
三
実
録
、
捌
者
大
半
、
事
籔
文
購
褒
疑
、
得
宜
百
世
之
所
考
信
云
。
」
現

　
行
本
『
郡
斎
読
書
志
』
は
大
幅
な
節
略
有
り
。

⑧
　
　
『
説
郭
』
巻
二
一
「
楊
文
公
選
苑
十
五
巻
。
故
翰
林
楊
文
公
大
年
、
在
真
宗
朝
、

　
掌
内
外
糊
、
離
調
名
、
為
天
下
学
者
所
伏
。
文
辞
之
外
、
其
博
物
琿
見
、
又
偶
人

　
遠
甚
。
故
当
時
与
其
遊
者
、
軌
獲
異
聞
奇
説
、
門
生
故
人
往
往
削
腰
湯
棄
、
以
為

　
談
助
。
江
夏
雲
影
唐
走
者
、
文
公
之
里
人
、
有
俊
才
、
為
公
所
重
。
幼
在
外
會
、

　
二
言
成
立
。
故
唐
箕
所
纂
、
比
諸
公
為
多
、
益
獣
抄
広
記
、
交
錯
無
次
序
、
好
購

　
者
相
与
名
日
談
藪
。
書
斎
面
撮
去
重
複
、
分
留
二
十
一
目
、
勒
成
一
十
五
巻
、
軌

　
改
題
日
出
讃
談
苑
。
中
轡
後
閣
宋
犀
序
。
」

⑨
　
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
巻
四
四
仙
釈
僧
道
、
黒
殺
将
軍
等
等
開
野
中
、
有
神
降
於

　
終
南
道
士
張
守
真
、
自
言
、
我
天
之
尊
神
、
号
黒
殺
将
軍
、
与
玄
武
・
天
蓬
等
列

　
為
天
之
三
大
将
。
言
禍
福
多
験
。
毎
守
真
斎
戒
請
之
、
神
登
降
里
中
、
風
粛
粛
然
、

　
蔑
如
嬰
児
。
独
守
真
能
暁
之
。
太
祖
不
予
、
駅
召
守
真
閾
下
、
難
論
建
隆
観
ハ
令

　
下
神
。
神
言
、
天
上
欝
欝
已
成
、
王
錬
開
、
晋
誤
長
仁
心
。
婦
警
、
不
葉
叢
。
太

　
編
隊
其
妖
、
将
加
謙
、
会
黄
蝶
。
太
宗
即
位
、
築
宮
於
山
陰
、
将
塑
像
、
請
於
神
。

　
神
日
、
我
人
形
、
怒
目
被
髪
、
騎
龍
按
剣
、
前
指
一
星
。
如
其
言
造
之
。
六
年
宮

　
成
。
磁
壁
朝
間
墾
将
軍
。
毎
歳
春
秋
、
遣
中
使
祈
醗
、
立
碑
面
其
事
。
守
真
時
来

　
京
師
、
得
脊
見
。
至
道
三
年
春
、
太
宗
弗
予
、
召
守
真
至
、
令
穿
下
神
。
守
真
屡

　
請
、
神
不
降
帰
、
綾
至
而
卒
。
後
数
日
、
宮
田
婁
駕
。
塵
事
異
風
。
楊
文
公
談

　
苑
。
」
な
お
『
宋
人
車
事
彙
編
』
巻
一
太
祖
条
所
引
「
類
苑
引
摺
懸
果
苑
」
は
大

　
輻
な
節
略
が
あ
る
。

⑩
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
一
四
〇
子
部
五
〇
小
説
家
二
一
「
湘
由
野
録
三
巻

　
続
…
巻
。
宋
僧
文
螢
撰
。
　
（
中
略
）
其
書
成
於
熈
直
中
、
強
記
北
宋
雑
事
。
　
（
中

　
略
）
続
山
中
、
太
宗
即
位
一
、
条
、
李
蒸
引
入
長
編
、
啓
千
古
之
目
端
。
程
敏
政
宋

　
紀
受
話
考
、
諺
之
尤
力
。
然
観
其
始
末
、
蛙
無
指
斥
逆
節
之
事
。
特
後
人
誤
会
其
，
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詞
、
致
垂
垂
鳳
黄
、
是
非
作
者
本
意
、
、
栄
可
以
為
是
書
病
也
。
云
々
。
」
『
提
要
』
の

　
こ
の
判
断
は
明
ら
か
に
乾
野
饗
の
蝕
害
説
を
全
面
否
定
す
る
立
場
に
沿
っ
た
も
の

　
で
あ
る
。
乾
隆
帝
の
纂
実
無
根
説
に
つ
い
て
は
、
前
掲
宮
崎
論
文
参
照
。

＠
　
『
玉
壷
清
話
』
巻
一
「
太
祖
征
太
原
還
、
至
真
定
、
幸
耀
黒
煙
。
道
士
蘇
澄
隠

　
暑
湿
駕
、
霜
簡
圭
冠
、
年
九
十
許
、
気
貌
産
霊
。
上
因
延
売
甚
久
。
自
言
、
頃
与

　
墓
班
道
士
丁
少
徴
・
華
山
陳
搏
、
結
遊
干
自
誓
、
嘗
豊
田
君
房
羅
皮
処
士
。
上
間

　
日
、
賢
士
術
。
対
日
、
臣
得
長
囎
引
和
之
法
。
七
堂
長
囎
。
其
声
書
入
杳
冥
、
移

　
時
不
絶
。
上
階
久
、
低
迷
仮
寝
、
殆
食
頃
、
方
欠
伸
、
其
軽
鴨
不
中
断
。
上
大
奇

　
之
、
緯
錦
引
導
之
法
、
養
生
之
要
。
隠
対
日
、
遊
者
養
生
、
上
善
此
。
老
子
日
、

　
我
無
為
毬
唄
自
尊
、
我
無
欲
而
民
自
正
。
無
為
無
欲
、
男
神
太
和
。
黄
帝
唐
露
所

　
以
興
国
黒
藻
、
煤
煙
道
也
。
遂
賜
願
素
先
生
。
」
蘇
澄
隠
に
関
し
て
は
、
曾
盤
『
隆

　
平
集
』
　
（
四
庫
全
書
珍
本
二
集
）
巻
二
招
隠
逸
条
に
ほ
ぼ
同
系
統
の
話
し
を
載
せ

　
る
が
、
長
職
引
和
の
法
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
養
生
の
法
の

み
で
あ
る
。
蘇
澄
隠
・
霊
堂
微
・
黒
帯
の
・
三
人
は
宋
初
の
代
表
者
な
隠
逸
的
存
在

で
諸
書
に
見
え
る
。
特
に
鰻
登
は
太
宗
の
道
教
的
傾
向
を
示
す
例
と
し
て
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
代
表
的
人
物
で
あ
る
。
本
稿
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
後
述
す
る

『
士
幌
保
徳
真
聯
繋
』
に
、
張
守
真
に
神
が
里
言
し
た
な
が
で
次
の
よ
う
に
言
及

す
る
。
「
雍
陣
中
、
華
山
二
藍
先
生
陳
樽
卒
工
面
超
谷
石
室
中
。
世
多
誰
其
羽
化
。

守
真
朝
礼
之
次
、
竪
樋
香
啓
感
想
、
華
山
陳
捲
近
卒
、
時
人
謂
出
戸
解
、
未
審
其
，

人
発
行
証
仙
耳
語
、
堂
廊
上
真
、
金
型
指
諭
。
真
君
降
言
掛
、
搏
之
錬
気
団
神
、

頗
得
其
要
、
然
黒
物
之
響
岩
至
、
但
有
所
喪
掌
爾
。
」
こ
こ
に
は
昇
仙
の
た
め
の

個
人
的
修
養
よ
り
も
、
民
衆
道
教
的
立
場
が
重
視
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
な
お
、

量
器
に
関
し
て
は
前
掲
『
降
平
集
』
巻
二
同
条
、
『
宋
史
駈
黒
焦
五
七
、
　
『
仏
祖

統
紀
に
』
巻
四
三
な
ど
も
見
え
る
。
ま
た
『
歴
世
真
現
体
道
通
鑑
』
巻
四
七
に
三

人
の
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

二
　
颯
聖
保
徳
真
君
伝
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さ
て
本
稿
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
帝
位
継
承
を
め
ぐ
る
疑
惑
に
関
わ
る
上
記
諸
書
よ
り
も
、
そ
の
成
立
が
確
実
に
早
い
時
期
に
属
す

る
も
の
で
、
楊
億
『
章
章
』
以
下
が
言
及
す
る
鳳
翔
府
黒
潮
県
民
の
張
守
真
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
で
あ
る
。
張
守
真
に
神
が
降
り
、
宋
朝

の
社
穫
草
鎌
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
予
言
を
下
す
と
い
う
、
こ
の
奇
怪
な
一
連
の
出
来
事
を
最
も
詳
細
に
記
す
の
が
『
颯
聖
保
徳
真
髄
伝
』

（
以
下
『
真
心
伝
』
と
略
称
）
で
あ
る
。
　
『
真
君
伝
』
は
、
道
教
信
仰
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
真
宗
の
、
そ
の
酷
信
が
極
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
大
中
祥

符
九
年
十
月
に
、
し
か
も
真
宗
を
道
教
尊
崇
に
か
り
た
て
た
実
質
的
な
中
心
人
物
と
更
せ
ら
れ
る
常
理
若
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
表
上
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
点
に
・
ま
ず
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
や
『
弊
宅
義
』
巻
δ
三
に
所
載
さ
れ
る
『
真
君
伝
』
は
・
冒
頭
に
真
宗
御
製
の

序
文
が
お
か
れ
、
次
い
で
王
導
燈
編
集
に
か
か
る
本
伝
記
述
が
あ
る
。
そ
し
て
末
尾
に
王
欽
若
の
「
進
鰯
聖
保
徳
真
重
事
遊
表
」
と
、
そ
れ
に

対
す
る
棊
の
批
答
を
附
麺
さ
て
『
岩
伝
』
奎
は
き
わ
め
て
婁
に
わ
た
る
σ
で
・
以
下
の
引
用
遺
旨
に
直
接
関
わ
る
部
分
に
極
限
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す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
建
隆
の
初
、
鳳
翔
砂
漏
屋
県
民
張
守
真
、
終
南
山
に
遊
ぶ
に
因
り
、
忽
と
し
て
空
中
に
之
を
召
す
者
有
る
を
聞
く
。
声
甚
だ
清
潔
な
り
。

　
　
守
真
驚
催
し
て
四
顧
す
る
も
見
る
所
無
し
。
蟹
行
煉
聴
す
る
こ
と
約
数
里
、
又
た
語
を
聞
く
。
云
う
、
汝
先
行
せ
よ
。
吾
即
ち
後
に
在
り

　
　
と
。
是
の
如
き
こ
と
数
日
、
守
真
能
く
測
る
な
し
。
既
に
其
の
家
に
還
る
。
又
た
喪
中
に
聞
く
。
曰
く
、
吾
、
命
を
受
け
霊
を
降
せ
り
。

　
　
汝
、
何
為
ぞ
頑
梗
此
の
如
き
や
。
吾
が
言
を
聴
か
ざ
れ
ば
、
吾
、
宋
朝
の
大
事
を
為
さ
ざ
る
が
若
し
。
当
に
巴
に
汝
を
粉
砕
す
べ
し
と
。

か
く
て
よ
う
や
く
神
言
を
聴
く
気
に
な
っ
た
守
真
に
対
し
て
、
神
は
次
の
よ
う
な
言
を
降
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
吾
、
繋
れ
高
天
大
聖
玉
帝
の
輔
臣
、
命
を
授
け
ら
れ
時
を
衛
ら
ん
が
た
め
、
龍
に
乗
り
世
に
降
れ
り
。
但
し
正
真
の
士
に
非
ざ
れ
ば
、
以

　
　
て
吾
が
教
を
奉
ず
る
無
し
。
汝
、
異
骨
有
り
、
常
流
に
類
せ
ず
。
汝
、
害
心
に
吾
が
道
訓
を
奉
ず
べ
し
と
。

守
真
は
こ
の
神
言
に
な
お
疑
念
を
抱
き
、
鬼
神
の
媒
た
る
巫
蜆
・
の
如
き
賎
職
に
嵩
じ
る
を
潔
し
と
し
な
い
。
そ
こ
で
神
は
さ
ら
に
云
う
。

　
　
吾
、
上
天
の
神
た
り
。
鬼
魅
に
は
非
ざ
る
な
り
。
五
嶽
四
聖
も
、
吾
能
く
役
使
す
。
汝
も
し
廻
心
入
道
し
、
香
火
を
勤
奉
す
れ
ば
、
当
に

　
　
汝
を
し
て
大
国
の
徴
命
に
応
じ
、
駅
馬
の
恩
遇
を
受
け
し
め
ん
。
豊
に
巫
硯
の
輩
と
岡
じ
か
ら
ん
や
と
。

こ
こ
で
ま
ず
神
言
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
暗
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
真
主
の
恩
遇
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
真
黒
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
全

く
未
定
で
あ
る
は
ず
の
二
代
目
皇
帝
、
実
際
に
は
太
宗
の
寒
雲
を
予
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
守
真
は
よ
う
や
く
に
し
て
酒
肉
を
以
て
神
を
祀

ら
ん
と
す
る
が
、
腱
穣
だ
と
し
て
拒
否
さ
れ
、
供
物
に
は
黒
茶
・
素
食
・
鮮
果
の
み
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
次
い
で
神
言
に
云
う
。

　
　
吾
、
汝
の
天
上
の
師
た
り
。
汝
、
別
に
人
間
の
師
有
り
。
但
、
高
士
を
訪
ね
て
以
て
度
を
求
め
よ
と
。
守
真
乃
ち
古
楼
観
先
生
梁
笙
に
礼

　
　
し
て
師
と
為
す
。
遂
に
居
る
所
の
側
に
於
て
隙
地
を
求
め
て
出
家
し
、
則
ち
影
響
宮
内
に
殿
を
立
て
、
以
て
神
に
事
う
。
日
暮
に
崇
恥
し
、

　
　
頗
る
精
至
を
極
む
。

守
真
は
神
言
に
従
っ
て
現
世
で
の
師
と
し
て
古
楼
観
の
道
士
梁
笙
に
つ
い
て
出
家
し
て
道
士
と
な
り
、
自
宅
に
私
設
の
北
帝
宮
を
建
て
て
真
心

を
こ
め
て
こ
の
神
を
祀
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
守
真
が
何
故
に
楼
観
に
お
い
て
出
家
し
た
か
は
、
本
稿
で
最
も
問
題
と
し
た
い
点
と
関
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わ
る
が
、
具
体
的
に
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
楼
観
が
守
真
の
居
所
で
あ
る
鳳
翔
府
蟄
歴
県
に
存
す
る
古
来
よ
り
の
道
教
聖
地
と
し

て
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
き
た
道
観
で
あ
る
と
指
摘
す
る
に
止
め
て
お
く
。
続
い
て
神
は
守
真
の
崇
奉
ぶ
り
を
め
で
て
、
彼

に
邪
悪
を
駆
除
す
る
剣
法
の
密
儀
を
伝
授
す
る
。
こ
れ
を
受
け
た
守
真
は
忠
実
に
爽
課
し
、
あ
ま
た
の
徴
験
が
あ
っ
た
と
云
う
。

　
　
乾
徳
中
、
太
宗
皇
帝
、
方
め
晋
邸
に
在
り
。
頗
る
響
応
を
聞
き
、
乃
ち
近
侍
を
遣
り
、
神
幣
香
燭
を
齎
し
て
（
北
帝
）
宮
に
就
き
て
酷
を

　
　
致
さ
し
む
。
使
者
斎
戒
し
て
焚
香
す
。
寵
し
て
曰
く
、
晋
王
久
し
く
霊
異
を
了
し
み
、
長
野
を
備
え
て
殿
宇
を
増
修
せ
ん
と
欲
す
。
傍
っ

　
　
て
表
も
て
指
名
を
勅
話
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
う
と
。
真
君
曰
く
、
吾
将
来
に
太
平
君
宋
朝
第
二
主
に
徴
り
値
い
、
上
清
太
平
宮
を
修
し
、

　
　
十
二
座
の
堂
殿
を
建
て
ん
と
す
。
三
界
中
の
星
辰
を
嚴
か
に
す
る
に
自
ら
時
日
有
り
。
容
易
に
言
う
可
か
ら
ず
。
倶
、
我
が
為
に
大
王
に

　
　
啓
し
て
雷
え
、
此
の
宮
観
は
上
天
已
に
増
建
の
年
月
を
定
め
り
。
今
な
お
未
だ
可
な
ら
ず
と
。
使
者
帰
り
て
以
て
聞
す
。
太
宗
驚
異
し
て

　
　
止
む
。

い
ま
だ
晋
王
で
あ
っ
た
太
宗
の
量
器
宮
増
修
の
願
い
に
対
す
る
神
言
は
、
　
「
太
平
鷺
宋
朝
第
二
主
」
と
よ
り
具
体
的
な
太
宗
嗣
位
を
予
告
す
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
太
祖
皇
帝
素
よ
り
之
を
聞
く
も
、
未
だ
甚
し
く
は
異
を
儒
ぜ
ず
。
遣
委
し
香
燭
青
詞
を
齎
し
、
宮
に
就
き
て
薩
を
致
さ
し
む
。
守
真
を
孫

　
　
し
闘
に
詣
ら
し
め
、
備
さ
に
其
の
事
を
訥
ぬ
。
守
真
具
さ
に
之
を
言
う
。
且
つ
曰
く
、
精
誠
懇
懇
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
神
を
降
す
能
は
ず

　
　
と
。
傍
っ
て
画
聖
の
話
調
事
迩
を
以
て
聞
奏
す
。
太
祖
、
小
黄
門
を
召
し
て
側
に
長
囎
せ
し
め
、
守
真
に
謂
い
て
曰
く
、
神
人
の
言
や
此

　
　
の
若
き
か
と
。
守
真
曰
く
、
陸
下
も
し
臣
を
六
指
と
謂
は
ば
、
乞
う
ら
く
は
按
験
し
て
臣
を
市
に
識
す
る
を
賜
は
れ
。
斯
言
を
以
て
上
聖

　
　
を
襲
罪
す
る
こ
と
勿
れ
と
。
守
真
に
着
し
て
、
建
隆
観
に
止
む
。
翌
日
、
内
藩
王
聖
恩
を
遣
り
て
観
に
就
き
て
醗
を
設
く
。
時
を
移
す
も

　
　
未
だ
聞
く
所
有
ら
ず
。
継
恩
再
拝
し
て
慶
告
す
。
須
輿
に
し
て
真
筆
言
を
降
し
て
曰
く
、
吾
乃
ち
高
天
大
聖
玉
帝
の
輔
臣
な
り
。
蓋
し
符

　
　
命
に
遵
い
て
降
り
、
宋
朝
社
穫
を
衛
り
、
来
り
て
遽
長
の
基
礎
を
定
む
。
固
よ
り
山
林
魑
魅
の
類
に
は
非
ざ
る
な
り
。
今
乃
ち
小
児
を
し

　
　
て
呼
囎
せ
し
め
、
以
て
吾
が
言
に
比
ぶ
。
斯
れ
不
可
と
為
す
。

59　（215）



こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
太
祖
の
神
に
対
す
る
態
度
は
、
、
明
ら
か
に
太
宗
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
非
礼
ぶ
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

と
り
わ
け
寅
官
に
長
嚇
さ
せ
て
神
言
と
比
較
す
る
に
至
っ
て
は
、
神
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
豊
丸
は
な
い
と
い
っ
た
意
す
ら
夜
営
さ
せ
る
。
太

祖
と
太
宗
の
神
言
、
ひ
い
て
は
張
守
真
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
態
度
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
の
は
、
　
「
真
読
」
と
し
て
太
宗
の
嗣
位
を
正
当
な

も
の
に
強
ぐ
印
象
付
け
る
た
め
の
伏
線
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
屋
官
が
長
々
し
て
神
言
を
模
倣
す
る
く
だ
り
は
注
目
に
値
い
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
言
が
あ
た
か
も
声
帯
が
変
質
し
て
メ
ゾ
ソ

プ
ラ
ノ
と
な
る
富
宮
の
発
声
と
瓜
二
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
　
『
湘
山
野
録
』
に
記
す
道
士
混
沌
（
真
無
〉
の

「
善
事
歩
虚
為
戯
、
能
引
戸
喉
腺
癌
壁
間
、
作
男
微
之
声
」
、
あ
る
い
は
『
玉
壺
清
里
』
に
記
す
道
士
重
量
隠
の
「
長
躯
引
和
之
術
」
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
道
士
の
特
殊
な
修
練
に
基
づ
く
発
声
法
を
改
め
て
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
『
真
鱈
伝
』
に
集
成
さ
れ
て
い
る
一
連
の
神
言
が
、
張
守
真
自

身
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
　
「
長
墨
引
和
之
術
」
を
よ
く
す
る
道
士
に
よ
っ
て
作
為
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
神
言
は
さ
ら
に
続
い
て
云
う
。

　
　
汝
た
だ
説
き
て
官
家
の
た
め
に
言
上
せ
よ
。
天
の
宮
闘
已
に
成
り
、
玉
錬
開
か
る
。
晋
王
は
仁
心
有
り
。
晋
王
は
仁
心
有
り
と
。
凡
そ
百

　
　
余
言
な
り
。
継
恩
憶
催
し
、
敢
え
て
隠
さ
ず
、
具
さ
に
録
し
て
以
て
奏
す
。

こ
の
部
分
が
神
言
の
最
も
重
要
な
く
だ
り
で
あ
る
。
建
隆
初
め
以
来
、
下
っ
て
は
至
道
年
間
に
ま
で
及
ぶ
一
連
の
神
言
は
、
こ
の
部
分
の
た
め

の
伏
線
で
あ
り
、
ま
た
験
迩
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
太
祖
の
崩
御
が
天
上
に
お
い
て
既
定
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
未
定
の
帝
位
継
承
老

と
し
て
太
宗
を
指
定
す
る
と
こ
ろ
の
、
き
わ
め
て
露
骨
な
太
宗
嗣
位
の
予
言
で
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
『
長
編
』
所
引
の
『
国
史
符
孝
志
』
や
楊

億
『
談
苑
』
等
が
拠
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
『
真
鷺
伝
』
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
王
継
恩
の
報
告
は
さ
ら
に
続
く
。

　
　
因
り
て
復
た
面
駕
す
。
神
音
は
歴
歴
た
り
。
聞
く
者
競
聾
す
と
。
太
祖
黙
然
と
し
て
之
を
異
と
す
。
時
に
開
宝
九
年
十
月
十
九
日
の
夕
な

　
　
り
。
翌
日
、
太
祖
升
遽
し
、
太
宗
嗣
位
す
。
尋
い
で
守
真
を
召
し
、
環
皇
軍
に
於
て
碧
天
大
酷
を
為
し
、
公
簿
保
生
の
壇
を
作
ら
し
む
。

こ
の
く
だ
り
も
あ
ま
り
に
出
来
す
ぎ
の
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
作
為
の
迩
、
歴
然
た
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
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予
言
が
建
隆
観
で
下
さ
れ
た
の
が
、
太
祖
崩
御
の
前
日
で
あ
る
開
宝
九
年
十
月
十
九
B
（
壬
子
）
の
夕
で
あ
っ
た
。
翌
二
十
日
（
癸
丑
）
の
崩
御
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

後
に
帝
位
に
即
い
た
太
宗
は
、
た
だ
ち
に
王
継
恩
に
命
じ
て
答
謝
の
た
め
の
酷
祭
を
開
封
西
門
順
天
門
外
の
慶
林
苑
に
お
い
て
行
な
わ
せ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
し
え

こ
ろ
、
あ
ら
た
め
て
「
民
を
愛
し
国
を
治
む
る
こ
と
前
代
に
勝
る
。
万
年
の
基
業
、
永
長
に
新
た
な
り
」
と
い
う
神
言
が
下
さ
れ
る
。
こ
れ
を

う
け
て
太
宗
は
、
こ
の
神
を
祀
る
べ
き
宮
観
の
建
立
を
命
じ
る
。

　
　
尋
い
で
内
供
奉
官
王
守
節
・
起
居
舎
人
王
亀
従
を
遣
り
、
終
南
山
の
下
に
就
き
て
宮
を
築
か
し
め
ん
と
す
。
方
に
地
を
終
南
鎮
に
ト
す
。

　
　
真
心
忽
と
し
て
降
り
、
亀
従
等
に
重
て
曰
く
、
此
の
地
乃
ち
上
帝
の
下
墨
を
再
建
す
る
地
に
し
て
、
易
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
と
。
是
に
於

　
　
て
乃
ち
定
ま
る
。
凡
そ
三
年
に
し
て
宮
成
る
。
中
正
の
位
、
四
大
殿
を
列
ぬ
。
前
は
乃
ち
玉
皇
通
明
殿
、
次
は
紫
微
殿
、
、
次
は
七
元
殿
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
次
は
真
踏
所
御
殿
。
十
二
の
外
、
天
蓬
・
九
曜
・
東
斗
・
天
地
水
三
宮
の
四
重
有
り
。
西
廉
の
外
、
真
武
・
十
二
元
郷
・
西
翠
・
天
曹
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
四
号
有
り
コ
又
、
霊
界
堂
・
南
斗
閣
有
り
。
並
び
に
星
宿
諸
神
の
像
を
列
ぬ
。
、
鐘
経
二
楼
を
竪
て
A
里
道
の
皇
室
、
完
備
せ
ざ
る
は
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
碑
を
建
て
以
て
其
の
事
を
紀
す
。
題
し
て
上
清
太
平
宮
と
日
う
。
（
中
略
）
、
毎
歳
三
元
及
び
誕
節
上
本
命
日
、
並
び
に
中
使
を
遣
り
て
醜
を

　
　
致
さ
し
む
。
祀
神
の
夕
、
上
、
望
拝
す
。
歳
或
い
は
水
盤
湘
或
い
は
国
家
将
に
事
を
挙
げ
ん
と
す
れ
ば
、
率
ね
薦
を
致
せ
り
。

太
宗
の
勅
命
に
よ
り
荘
麗
な
道
観
が
神
が
降
っ
た
地
、
つ
ま
り
張
守
真
の
居
所
た
る
鳳
翔
府
野
屋
県
警
南
鎮
の
終
南
山
北
麓
に
造
営
さ
れ
、
か

つ
て
乾
荒
中
の
予
言
に
従
っ
て
、
上
清
太
平
宮
と
名
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
『
真
露
量
』
の
こ
こ
の
記
述
は
、
　
『
長
編
』
巻
、
一
八
太
平
興
国

二
年
（
九
七
七
）
二
月
庚
押
出
の
「
詔
し
て
鳳
翔
府
終
南
山
北
帝
宮
を
修
せ
し
む
。
宮
は
即
ち
張
守
真
の
築
き
て
以
て
神
を
祀
る
所
の
者
な
り
ヒ

と
あ
る
の
に
対
応
す
る
。

　
『
真
実
伝
』
は
さ
ら
に
続
け
て
、
太
平
興
国
初
め
の
太
宗
に
よ
る
北
漢
親
征
（
四
年
の
北
漢
併
合
に
よ
る
全
国
統
一
の
完
成
）
に
際
し
で
戦
勝
の

予
言
が
下
さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
前
で
の
戦
勝
後
の
告
謝
に
対
し
、
　
「
国
詐
延
銀
た
る
こ
と
、
・
有
唐
に
過
ぐ
」
と
の
嘉
言
が
感
ざ
れ
る
。
同
六

年
、
’
張
守
真
の
請
に
よ
り
、
神
に
融
雪
将
軍
の
号
が
勅
賜
さ
れ
る
。
　
「
玉
帝
の
輔
臣
の
輔
喫
す
る
所
の
者
は
上
帝
な
り
」
と
い
う
太
宗
の
意
に

基
づ
く
選
討
で
あ
る
コ
こ
の
封
号
は
、
や
は
り
『
長
編
』
巻
二
二
太
平
興
国
六
年
（
九
八
一
）
十
一
月
壬
戌
条
に
「
罪
し
て
太
平
宮
の
神
を
封
じ
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⑨

て
栩
聖
将
軍
と
為
す
。
道
士
張
守
真
の
請
に
従
う
な
り
」
と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
、
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
同
七
年
に
は
、
張
守

真
に
崇
玄
大
師
の
号
が
賜
わ
る
。
至
道
初
年
（
九
九
五
）
、
神
は
守
真
に
次
の
よ
う
な
言
を
下
す
。

　
　
今
基
春
陽
に
成
れ
り
。
社
単
方
に
永
か
ら
ん
と
す
。
承
平
の
世
、
将
に
継
い
で
明
君
有
り
。
吾
平
に
期
有
り
。
天
上
に
却
帰
せ
ん
。
汝
等

　
　
復
た
吾
が
言
を
聞
か
ず
。
も
し
国
家
の
祈
薦
、
但
、
厳
潔
に
焚
香
し
、
北
面
し
て
告
さ
ば
、
言
を
降
さ
ず
と
錐
も
、
当
に
福
を
受
け
、
宗

　
　
社
を
衛
護
す
べ
し
と
。

太
宗
末
年
に
下
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
神
言
は
、
道
教
側
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
「
明
君
」
た
る
真
宗
嗣
位
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
、
『
真
君
影
』

の
編
者
王
欽
若
に
よ
る
現
皇
帝
真
宗
に
対
す
る
配
慮
が
読
み
と
れ
る
。
つ
い
で
神
轡
は
、
張
守
真
の
現
世
で
の
役
割
が
終
り
、
彼
を
天
上
に
迎

え
る
旨
を
伝
え
る
。
つ
ま
り
、
神
言
が
も
は
や
下
さ
れ
な
い
か
ら
に
は
、
そ
の
媒
介
者
た
る
守
真
の
存
在
は
不
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く

て
至
道
二
年
（
九
九
六
）
閏
七
月
十
六
日
、
守
真
は
遷
化
す
る
。
太
宗
の
崩
御
が
翌
三
年
三
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
先
ん
ず
る
こ
と
わ
ず
か
に

八
ケ
月
で
あ
る
。
守
真
の
死
と
太
宗
崩
御
と
の
時
間
的
近
接
は
言
う
ま
で
も
な
く
轟
然
窮
に
過
ぎ
な
い
が
、
　
『
真
逓
伝
』
で
は
、
　
「
神
言
復
た

下
ら
ず
」
以
下
、
二
人
の
死
を
一
連
の
出
来
事
と
し
て
叙
述
す
る
。
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
太
宗
の
嗣
位
と
在
位
治
政
期
を
正
当
化
す
る
意

図
が
こ
こ
に
も
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
　
『
真
電
伝
』
は
さ
ら
に
真
宗
期
に
お
け
る
尊
崇
に
ま
で
言
及
す
る
。
大
中
祥
符
元
年
、

宮
中
承
天
門
に
天
雷
が
降
っ
た
の
を
契
機
に
、
泰
山
封
禅
、
溌
陰
寒
土
の
ま
つ
り
な
ど
真
宗
の
道
教
へ
の
没
入
が
顕
著
に
な
っ
て
い
く
の
は
有

名
で
あ
る
。
こ
の
天
書
を
奉
安
す
る
た
め
、
同
七
年
（
一
〇
一
四
）
に
七
年
の
年
月
と
莫
大
な
経
費
を
投
入
し
て
、
開
封
皇
城
西
北
の
地
に
玉
清

昭
七
宮
が
完
成
す
る
。
こ
の
宮
内
の
宝
符
閣
西
北
隅
に
革
命
殿
が
造
営
さ
れ
、
殿
後
を
凝
命
閣
と
し
て
こ
の
神
が
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

年
、
恐
ら
く
は
凝
命
閣
へ
の
奉
安
と
同
時
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
神
に
改
め
て
栩
聖
保
徳
真
君
の
号
が
国
玉
さ
れ
る
。

　
『
真
君
伝
』
で
は
、
さ
ら
に
以
下
に
仁
君
の
一
瓶
以
来
の
霊
験
を
具
体
的
に
記
述
す
る
が
、
省
略
に
従
い
た
い
。

　
以
上
、
　
『
真
君
伝
』
の
内
容
を
長
々
と
見
て
き
た
が
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
編
纂
時
期
が
真
宗
の
道
教
へ
の
過
度
の
没
入
と
い
う

時
代
的
雰
囲
気
を
芥
芥
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
　
『
二
君
伝
』
の
内
容
が
、
神
雷
に
対
す
る
太
祖
と
太
宗
の
対
応
を
き
わ
め
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て
対
称
的
に
叙
述
し
て
い
る
こ
と
、
太
祖
崩
御
直
前
に
お
け
る
奇
怪
な
予
言
、
太
宗
退
位
後
の
異
常
な
尊
崇
ぶ
り
な
ど
を
特
微
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
さ
て
『
真
君
伝
』
が
編
集
さ
れ
た
の
が
真
宗
期
で
あ
る
点
は
、
｝
定
の
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
編
集
時
に
基
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
典
拠
が
、
す
で
に
太
宗
期
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
つ

宋太祖試害説と上清太平宮（愛宕）

①
『
長
編
』
巻
八
八
大
中
祥
符
九
年
冬
十
月
己
卯
条
「
王
欽
若
表
上
立
田
保
徳
真

　
造
畢
三
巻
、
上
製
序
。
」
『
郡
斎
読
書
後
志
』
巻
一
伝
記
類
「
五
聖
保
徳
真
君
伝

　
三
巻
。
右
皇
朝
王
欽
若
撰
。
建
隆
盛
、
有
神
降
干
鳳
翔
府
民
張
守
真
家
。
開
宝
末
、

　
微
守
真
詣
闘
。
属
太
宗
践
酢
、
四
神
翔
聖
将
軍
、
築
宮
於
終
南
山
。
祥
符
中
、
詔

　
欽
若
、
編
次
其
事
、
御
為
製
素
引
。
」

②
　
『
裏
罫
』
正
乙
部
所
収
。
縮
二
等
第
三
八
冊
三
〇
一
七
七
－
九
二
頁
。
ち
な
み

　
に
、
張
君
男
撰
に
か
か
る
『
雲
笈
七
二
』
＝
一
二
巻
の
成
立
は
、
　
『
聖
君
債
』
表

　
上
直
後
の
天
禧
三
年
（
一
〇
一
九
）
頃
で
あ
る
。

③
高
天
大
聖
玉
帝
は
、
真
宗
期
以
後
に
道
教
諸
神
中
で
最
高
位
に
概
か
れ
、
か
つ

　
宋
朝
の
最
高
守
護
神
と
さ
れ
る
昊
天
空
皇
大
帝
と
同
一
神
で
あ
ろ
う
。
　
（
正
式
の

　
尊
号
は
、
大
中
祥
符
八
年
の
太
上
口
天
執
符
御
暦
含
真
体
道
玉
串
大
天
帝
で
、
徽

　
宗
政
私
六
年
に
は
、
さ
ら
に
墨
天
の
二
字
が
加
え
ら
れ
る
）
。
だ
と
す
れ
ば
、
真
君

　
が
こ
の
最
高
神
の
輔
翼
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
も
真
宗
期
以
後
の
こ
と
と
な
る
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
威
平
二
年
建
立
の
張
守
真
「
行
状
」
碑
に
は
、
北
天
大
聖
玉

　
帝
の
熟
議
と
し
て
見
え
、
さ
ら
に
張
守
真
が
真
鱈
を
祀
る
た
め
に
建
て
た
祠
を
北

　
斎
宮
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
宗
初
期
（
恐
ら
く
は
大
中
黒
符
以
前
）
に
お

　
い
て
は
、
天
上
の
一
方
を
支
配
す
る
き
わ
め
て
高
位
の
神
格
で
は
あ
っ
て
も
、
い

　
ま
だ
全
天
の
最
高
神
格
視
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
宋
の

　
諸
帝
の
玉
皇
神
仰
に
つ
い
て
は
、
山
内
弘
｛
「
北
宋
の
國
家
と
玉
皇
－
新
礼
恭
謝

　
天
地
を
中
心
に
一
」
　
（
『
東
方
学
』
六
二
　
｝
九
八
一
）
参
照
。

④
　
僧
文
篁
が
記
す
の
は
、
と
も
に
道
士
の
「
長
嘱
引
和
之
術
」
、
「
歩
虚
心
」
で
あ

　
っ
て
、
長
聡
に
似
た
と
ざ
れ
る
神
雷
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
伝
聞
過
程
で

　
の
分
化
の
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
彼
の
意
図
的

　
な
無
視
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
彼
は
『
真
鷺
俵
臨
の
無
上
か
ら
約
半
世
紀
後
の
人

　
物
で
あ
り
、
先
帝
真
宗
の
御
製
序
ま
で
冠
せ
ら
れ
た
『
養
君
伝
』
の
存
在
や
内
容

　
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
言
に
全
く
言
及

　
す
る
こ
と
な
く
、
太
祖
崩
御
を
長
門
術
を
よ
く
す
る
道
士
と
か
ら
め
て
記
述
し
て

　
い
る
点
に
、
仏
教
渚
の
道
教
に
対
す
る
一
種
の
宗
教
的
反
比
が
あ
っ
た
の
で
は
な

　
い
か
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
神
は
太
宗
朝
以
後
、
特
別
な
庇
護

　
の
も
と
に
新
建
の
上
清
太
平
宮
に
祀
ら
れ
、
こ
の
地
の
楼
観
派
道
教
再
興
の
き
わ

　
め
て
雑
録
な
担
い
手
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
的
立
揚
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
好

　
ま
し
い
情
況
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
　
『
策
京
露
華
録
』
巻
七
「
三
月
一
目
開
士
関
池
・
慶
林
苑
」
条
「
三
月
一
日
、

　
州
西
願
天
門
外
、
開
金
明
池
・
顔
林
苑
。
云
々
。
」
同
巻
七
「
駕
幸
慶
林
苑
」
条

　
「
二
方
幸
項
林
苑
、
在
順
天
門
大
街
西
北
、
与
金
明
池
相
対
。
大
門
牙
道
、
皆
古

松
怪
柏
、
片
傍
有
石
榴
園
・
桜
桃
園
之
類
。
丁
々
。
」

⑥
　
真
君
所
御
殿
・
天
蓬
殿
・
真
武
殿
は
、
前
掲
『
皇
朝
事
実
類
苑
』
所
引
の
楊
億

　
『
談
苑
』
に
天
の
三
大
将
軍
と
し
て
鼠
殺
・
天
蓬
・
玄
武
将
軍
を
あ
げ
て
い
る
の

　
に
対
応
す
る
。

⑦
　
後
述
す
る
よ
う
に
、
鐘
楼
に
は
唐
代
に
楼
観
に
あ
っ
た
鐘
を
移
了
し
、
経
楼
に

　
は
新
修
の
道
蔵
が
蔵
せ
ら
れ
た
。

⑧
後
述
す
る
「
終
南
山
上
清
太
平
宮
碑
銘
」
で
あ
る
。

⑨
　
『
宋
大
詔
謬
論
』
巻
一
三
五
典
礼
二
〇
天
神
上
の
「
封
翔
聖
将
軍
詔
」
に
「
太

　
鴨
宮
神
、
稟
命
上
元
、
降
霊
下
土
。
磐
券
致
薦
、
腸
蟹
有
聞
。
庇
我
慢
民
、
屡
垂
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景
賜
。
宜
加
美
号
、
・
歯
答
翠
巌
。
其
封
神
為
蔓
質
将
軍
。
」
と
あ
み
の
は
、
『
真
君

．∵

`
』
徳
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
『
長
編
』
巻
八
三
大
中
野
禽
七
年
十
月
癸
未
朔
条
「
痴
轡
形
女
将
軍
闘
翔
聖
保

徳
真
潜
。
」
　
『
宋
大
詔
画
集
隔
巻
コ
ニ
六
肩
下
に
掲
げ
る
　
「
加
号
颯
聖
保
徳
真
響

詔
」
は
、
や
は
り
『
真
君
伝
』
を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

太
祖
崩
御
か
ら
太
宗
即
位
に
至
る
隔
連
の
出
来
事
歳
関
ル
て
、
こ
の
件
を
最
も
具

体
的
に
叙
述
す
る
『
真
霜
伝
』
を
『
長
編
』
が
全
く
引
用
せ
穿
、
も
り
ば
ら
野
史

類
に
拠
っ
て
い
る
の
は
、
い
ざ
ざ
か
不
思
議
で
あ
る
。
恐
ら
く
『
長
編
駒
が
引
く

『
属
史
』
符
瑞
志
が
『
真
君
上
』
と
同
系
統
の
記
録
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
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三
　
上
清
太
平
宮
碑
と
伝
旧
師
法
行
状
碑

　
『
金
石
翠
緑
』
巻
一
二
五
に
録
文
の
見
え
る
正
課
大
夫
行
王
事
中
直
学
士
院
上
柱
半
平
紫
金
魚
袋
臣
徐
鉱
奉
勅
撰
の
「
重
刊
終
南
山
上
清
太

平
宮
碑
銘
井
序
」
は
、
太
平
興
国
五
年
（
九
八
○
）
四
月
九
日
の
建
立
に
か
か
る
も
の
で
、
図
会
と
張
守
真
、
及
び
真
子
の
奉
安
道
観
で
あ
る
上

清
太
平
宮
に
関
す
る
最
も
早
い
時
期
の
記
録
で
あ
ゆ
、
　
『
真
鰯
伝
』
に
「
碑
を
建
て
以
て
其
の
事
を
紀
ナ
」
と
あ
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

他
な
ら
な
い
。
本
碑
に
は
上
清
太
平
宮
建
立
の
由
来
が
具
体
的
に
見
え
る
。

　
　
（
上
略
）
我
が
国
家
、
天
の
命
を
受
く
る
こ
と
、
日
の
昇
る
が
如
し
。
六
気
を
御
し
て
泰
階
を
平
ら
げ
、
大
明
を
麗
し
て
万
国
を
照
す
。
乱

　
　
略
を
百
王
の
季
に
清
め
、
淳
風
を
遂
古
の
初
め
に
返
す
。
官
許
は
祥
を
呈
し
、
群
馬
は
職
を
長
く
。
こ
こ
に
御
暦
の
平
皿
、
神
の
鳳
翔
府

　
　
整
屋
県
の
望
仙
郷
に
降
る
有
り
。
其
の
象
は
形
な
ら
ず
、
其
の
言
や
製
す
可
し
。
蓋
し
玄
帝
の
佐
命
へ
禺
強
の
官
連
た
り
。
真
黒
は
紫
微

　
　
に
参
じ
、
霊
地
は
井
餓
に
分
た
る
。
其
の
説
述
は
則
ち
瀧
玄
の
奥
旨
、
其
の
敷
演
は
則
ち
覆
檜
の
厳
科
な
り
。
教
義
は
深
に
し
て
側
ち
孝

　
　
友
三
三
の
行
興
る
。
威
力
は
大
に
し
て
則
ち
蝸
彌
魑
魅
の
害
除
か
る
。
馨
れ
由
り
秦
雍
の
地
、
　
し
て
之
を
祀
る
。

つ
い
で
太
祖
の
英
武
明
徳
を
た
た
え
た
後
、
太
宗
に
対
す
る
さ
ら
な
る
顕
要
が
記
さ
れ
る
。

　
　
今
皇
帝
、
千
年
運
に
応
じ
、
二
聖
明
を
継
ぐ
。
大
業
を
恢
め
て
惟
れ
新
し
く
、
深
仁
を
浸
は
せ
て
理
り
に
恰
ね
し
。
（
中
略
Y
深
ぐ
腸
饗
を

　
　
惟
い
、
益
ま
す
昭
明
を
駝
ぜ
ら
る
。
而
る
に
豊
報
労
だ
厳
な
ら
ず
、
寿
宮
度
せ
ら
れ
ざ
る
は
、
、
・
景
雲
を
光
暫
し
、
、
聖
意
に
垂
示
す
る
所
以

　
　
に
非
ず
。
夫
の
影
干
祇
祇
は
為
政
の
要
、
玄
玄
本
本
は
管
理
の
端
な
り
。
蓋
し
神
の
命
は
天
よ
り
授
け
ち
れ
、
天
の
造
は
道
よ
り
始
ま
る
。



太祖試害説と上清太平宮（愛宕）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る

　
　
是
を
も
っ
て
誠
を
隠
亡
に
帰
し
、
制
を
昭
台
に
訪
ぬ
。
三
郷
に
申
画
し
、
こ
こ
に
仙
館
を
臨
く
す
。
緬
か
に
虚
皇
の
真
境
を
惟
い
、
参
ず

　
　
る
に
聖
暦
の
嘉
名
を
以
て
す
。
詔
し
て
上
清
太
平
宮
を
降
り
し
所
の
地
に
立
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
の
よ
う
に
、
本
碑
に
は
上
清
太
平
宮
建
立
の
地
が
神
降
の
整
蔭
県
望
仙
郷
と
具
体
的
に
記
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
こ
の
地
が
南
は
終
南
山
に
対

し
、
北
に
は
鼻
水
の
流
れ
を
望
む
勝
景
の
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
　
「
藤
原
は
忙
々
と
し
て
、
漢
皇
訪
道
の
台
に
接
す
。
佳
気
は
欝
葱
と
し
て
、

関
令
修
真
の
宅
に
対
す
」
と
し
て
、
道
教
的
雰
囲
気
の
充
満
し
た
道
観
建
立
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
立
地
で
あ
る
こ
と
を
云
う
。
関
東
糠
喜
が
西

行
途
次
の
老
子
か
ら
道
徳
二
軍
を
授
け
ら
れ
た
下
縄
台
、
そ
し
て
そ
の
地
に
最
初
の
道
観
と
し
て
楼
観
が
建
立
さ
れ
、
秦
始
皇
や
漢
無
罪
を
は

じ
め
歴
代
の
尊
崇
を
あ
つ
め
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
古
来
か
ら
の
道
教
一
大
聖
地
楼
観
の
存
在
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
鳶
注
目
し
た
い
。

以
下
、
新
建
さ
れ
た
上
清
太
平
宮
の
荘
麗
さ
と
そ
の
霊
験
を
た
た
え
る
記
述
で
本
碑
は
終
る
。
さ
て
、
簡
単
に
本
碑
内
容
を
紹
介
し
た
が
、
注

平
せ
ね
ば
な
ら
な
い
点
を
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。
本
碑
は
太
宗
の
勅
を
奉
じ
て
徐
鉱
が
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
上
清
太
平

宮
建
立
そ
れ
自
体
が
太
宗
の
直
接
的
な
命
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
確
認
で
き
る
。
ま
た
豊
麗
に
よ
る
奉
勅
撰
と
い
う
点
も
看
過
で

き
な
い
。
二
黒
は
南
岸
出
身
で
あ
る
が
、
宋
初
に
あ
っ
て
は
そ
の
文
才
を
も
っ
て
著
名
で
あ
っ
た
。
同
時
に
彼
は
太
宗
末
至
道
二
年
（
九
九
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
、
宋
と
し
て
は
最
初
の
大
規
模
な
道
蔵
整
理
事
業
に
中
心
的
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
う
、
道
教
的
側
面
に
注
目
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
宋
代
で
最
も
著
名
な
道
蔵
整
理
は
、
真
察
期
に
王
欽
若
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
王
難
若
が
真
宗
の
道
教
酷
信
の
演
出
者

で
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
太
宗
と
徐
鉱
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
徐
鉱
の
道
教
教
義
に
対
す
る
造
詣
深
さ
が
両
者
を
結
び
つ

け
る
一
つ
の
因
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
真
宗
期
に
下
賜
せ
ら
れ
た
道
蔵
が
上
清
太
平
宮
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
こ

　
　
　
④

と
が
知
れ
、
そ
の
低
か
ら
ざ
る
地
位
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
碑
に
は
張
守
真
に
つ
い
て
は
一
言
半
句
の
言
及
も
見
ら
れ
な

い
の
は
や
や
奇
異
な
感
が
す
る
が
、
張
守
真
に
関
し
て
は
『
金
石
葦
編
』
巻
一
三
四
著
録
の
「
聖
宋
伝
応
大
法
師
行
状
」
碑
が
詳
細
に
彼
の
行

状
を
記
し
、
大
い
に
参
考
と
な
る
。
こ
の
行
状
碑
は
、
張
守
真
の
弟
子
二
十
一
人
に
よ
っ
て
真
宗
初
め
の
民
業
二
年
（
九
九
九
）
六
月
二
十
二
日

に
黒
石
さ
れ
た
行
状
本
文
の
前
半
部
と
、
半
世
紀
後
の
仁
察
皇
孫
二
年
（
一
〇
五
〇
）
五
月
二
十
五
日
に
上
清
太
平
宮
関
係
者
に
よ
っ
て
重
建
さ
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れ
た
後
序
部
分
と
に
分
れ
る
。
ま
ず
前
半
部
の
行
状
本
文
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
法
師
、
姓
は
張
氏
、
誰
は
守
真
、
字
は
悟
元
。
後
漢
の
三
天
正
一
世
教
大
法
師
は
、
廼
ち
丞
相
留
侯
六
代
の
干
た
り
。
法
師
は
即
ち
子
房

　
　
の
遠
商
な
り
。
真
嗣
隻
延
し
て
厭
の
居
を
常
と
せ
ず
。
今
、
富
屋
の
人
と
為
る
な
り
。

後
漢
期
の
原
始
道
教
教
団
五
斗
米
道
の
教
祖
た
る
張
陵
が
、
前
漢
創
業
期
の
功
臣
張
良
（
字
子
房
）
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
説
鳳
、
南
北
朝
期

に
お
け
る
三
面
道
教
の
発
展
過
程
で
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
張
守
真
を
張
良
、
墨
譜
の
子
孫
と
称
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

言
う
ま
で
も
な
く
同
姓
付
会
に
よ
る
道
教
的
権
威
づ
け
で
あ
る
。

　
　
薫
ず
る
に
逮
び
、
嘗
て
終
南
山
に
遊
ぶ
。
点
穴
の
空
中
よ
り
降
る
に
遇
う
。
曰
く
、
吾
、
北
天
大
聖
玉
帝
の
幕
臣
な
り
、
命
を
授
け
ら
れ

　
　
時
を
衛
ら
ん
が
た
め
、
龍
に
乗
り
世
に
降
れ
り
。
正
直
英
傑
の
士
に
匪
ざ
れ
ば
、
以
て
古
道
を
振
う
な
し
。
汝
、
異
骨
有
り
、
殆
ど
凡
庶

　
　
に
非
ず
。
夙
に
真
教
に
叶
う
、
吾
が
教
を
受
く
可
し
と
。

こ
れ
だ
け
の
引
用
か
ら
だ
け
で
も
、
　
『
真
君
伝
』
と
ほ
と
ん
ど
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
に
気
付
こ
う
。
行
状
碑
は
続
け
て
、
酒
肉
供
物
の
拒
否
、

守
真
が
巫
現
の
如
き
存
在
と
な
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
を
記
し
、
　
「
吾
、
運
り
て
本
朝
第
二
主
を
化
し
、
将
に
受
血
を
建
て
十
二
座
の
殿
宇
を

置
き
、
中
外
界
星
辰
を
列
ね
ん
と
す
」
と
い
う
神
言
に
及
ぶ
。
明
ら
か
に
太
宗
へ
の
含
量
を
示
唆
し
た
記
述
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
い

で
人
問
で
の
師
を
求
め
よ
と
の
神
言
に
よ
り
、
張
守
真
が
古
楼
観
主
梁
笙
の
下
で
出
家
す
る
こ
と
、
終
南
県
の
私
第
の
傍
に
前
帝
宮
を
築
き
神

像
を
奉
安
し
た
こ
と
、
神
意
を
体
し
た
張
守
真
が
諸
々
の
妖
魔
を
駆
除
し
て
こ
の
地
に
安
寧
を
も
た
ら
し
、
彼
が
通
霊
先
生
張
黒
殺
と
称
せ
ら

れ
た
こ
と
を
記
す
。
　
『
雨
落
伝
』
に
神
の
自
称
と
し
て
黒
殺
将
軍
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
こ
れ
で
あ
る
。
守
真
が
自
ら
造
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

北
帝
宮
に
安
置
し
た
神
像
が
黒
衣
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
開
宝
九
年
十
月
三
日
、
太
祖
の
召
命
を
う
け
て
諮
屋
を
発
ち
、
十
日
に
開
封
に
到
っ
た
守
真
は
、
神
島
に
つ
い
て
下
問
さ
れ
る
。

　
　
上
、
法
師
に
謂
い
て
曰
く
、
真
君
の
言
を
降
せ
る
は
此
に
類
す
る
有
り
や
と
。
対
え
て
曰
く
、
若
し
陛
下
、
之
を
信
ぜ
ざ
れ
ば
、
臣
を
棄

　
　
市
せ
ら
れ
よ
。
験
ず
べ
く
ん
ば
、
人
声
を
以
て
上
聖
を
媒
嫡
す
る
こ
と
無
か
れ
と
。
市
之
を
然
り
と
し
て
曰
く
、
果
し
て
正
直
の
□
な
り

66　（222）



宋太祖試害説と上清太平宮（愛宕）

　
　
と
。
即
日
、
領
し
て
建
隆
観
に
憩
わ
し
む
。
十
九
日
、
太
祖
上
倦
せ
ら
る
。
二
十
一
欝
、
太
察
皇
帝
統
を
嗣
が
る
。
法
師
に
慶
林
苑
に
醜

　
　
を
命
じ
、
上
帝
に
謝
す
。

問
題
の
「
天
の
宮
閾
已
に
成
り
、
玉
錬
開
か
る
。
晋
王
仁
心
有
り
」
と
い
う
直
蔵
的
予
言
に
は
言
及
し
な
い
も
の
の
、
太
祖
の
神
に
対
す
る
非

礼
は
明
記
さ
れ
、
太
祖
崩
御
か
ら
太
宗
嗣
位
の
間
の
微
妙
な
事
情
が
示
唆
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
太
宗
期
に
お
け
る
上
清
太
平
宮
建

立
以
下
の
手
厚
い
庇
護
が
記
さ
れ
る
。

　
　
太
平
興
国
二
年
春
、
起
居
舎
人
王
亀
従
・
内
供
奉
王
国
節
に
命
じ
、
終
南
山
に
赴
き
、
慎
し
ん
で
勝
地
を
選
び
、
上
清
太
平
宮
を
梅
立
せ

　
　
し
む
。
衆
議
未
だ
決
せ
ず
。
時
に
真
君
降
り
て
曰
く
、
二
重
宮
の
甫
近
、
殊
庭
を
建
つ
可
し
と
。
是
に
よ
り
以
て
定
む
。
（
中
略
）
三
周
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
め

　
　
に
追
ん
で
始
め
て
厭
の
功
を
催
す
。
（
中
略
）
及
び
県
官
の
邸
店
を
賜
う
こ
と
数
百
盈
を
越
ゆ
。
日
陰
を
殉
て
以
費
に
充
つ
。
法
師
、
前
後

　
　
の
錫
賓
、
威
な
買
易
し
て
田
園
を
創
る
こ
と
万
畝
の
み
な
ら
ず
、
立
て
て
常
住
と
為
す
。
其
の
経
営
、
後
世
普
し
き
こ
と
弗
き
は
、
実
に

　
　
法
師
の
力
な
り
。
宣
命
し
て
卒
百
人
を
給
し
、
法
師
の
駆
役
に
供
す
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
三
年
（
九
七
八
）
冬
十
月
、
聖
寿
の
儀
を
修
祝
せ
し
む
。
（
中
略
）

　
　
六
年
（
九
八
一
）
十
月
、
御
前
に
師
号
を
賜
い
、
崇
玄
大
師
と
日
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
七
年
春
正
月
、
入
内
高
品
盧
文
寿
、
中
慢
（
漏
の
誤
り
か
）
も
て
本
宮
の
祈
薦
を
委
ね
ら
れ
、
用
て
宗
社
を
安
じ
、
兆
民
を
康
か
に
せ
ん

　
　
こ
と
を
楽
う
。
法
師
、
普
天
大
礁
を
設
く
。
威
儀
具
陳
し
、
寒
に
常
に
は
非
ず
。
真
君
霊
を
降
す
。
廼
ち
感
応
を
録
し
て
聞
奏
す
。
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
社
穫
に
頼
有
る
を
知
り
、
尤
も
震
奉
を
加
え
ら
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ず

　
　
雍
豊
中
（
九
八
四
i
八
七
）
、
　
（
中
略
）
鎖
し
て
京
城
東
南
隅
に
霊
宇
を
亡
き
、
以
て
之
（
太
一
神
）
を
宅
す
。
亟
か
に
法
師
を
召
し
、
太
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
・
真
君
を
酷
請
せ
し
む
。
上
謂
い
て
曰
く
、
卿
に
非
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
神
化
に
感
通
せ
ん
と
。
礼
畢
り
て
還
る
。
淳
化
五
年
（
九
九

　
　
四
）
冬
、
鳳
翔
府
管
内
道
正
を
制
憲
せ
ら
る
。
蓋
し
其
の
教
を
尊
厳
す
れ
ば
な
り
。
皇
朝
凡
そ
七
た
び
圏
丘
を
祀
る
に
、
必
ず
法
師
に
詔

　
　
し
て
法
駕
に
導
従
せ
し
む
。
（
中
略
）
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法
師
凡
そ
国
家
の
為
に
二
百
余
酷
を
設
け
、
三
百
余
斎
を
修
し
、
宣
敷
三
十
余
道
を
授
け
ら
る
。
居
る
こ
と
一
日
、
門
人
を
召
し
、
謂
い

　
　
て
曰
く
、
吾
、
怪
魅
を
諜
蕩
す
る
の
功
あ
る
も
、
飛
昇
を
修
錬
す
る
の
妙
を
甘
く
。
（
中
略
）
然
り
而
し
て
質
は
遷
損
す
と
難
も
、
神
は
自

　
　
ら
帰
す
る
有
り
。
上
帝
、
吾
の
物
に
及
ぼ
す
の
勲
を
録
し
、
已
に
符
命
を
領
し
、
五
土
の
主
を
授
け
ら
れ
た
り
。
汝
ら
必
ず
能
く
教
風
を

　
　
恢
継
し
、
天
に
願
に
違
う
こ
と
覆
れ
と
。
遽
か
に
蘭
湯
を
命
じ
、
日
ご
と
に
三
浴
し
、
徐
う
に
清
泉
を
飲
む
こ
と
斗
余
、
衣
を
燃
え
手
足

　
　
を
啓
示
す
。
至
道
二
年
（
九
九
六
）
閏
七
月
十
六
日
を
以
て
委
耀
し
て
化
す
。
享
年
六
十
十
六
な
り
。
（
中
略
）
法
師
、
古
述
宮
観
を
重
修
す

　
　
る
こ
と
三
有
り
。
鋪
叙
飛
奏
し
、
各
お
の
名
額
を
賜
う
。
（
下
略
）

以
上
が
「
行
状
」
碑
本
文
の
概
要
で
あ
る
。
守
真
の
晩
年
に
関
し
て
は
か
な
り
詳
細
で
あ
る
点
を
除
け
ば
、
　
『
真
君
伝
』
と
完
全
に
一
致
す
る

内
容
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
行
状
末
に
、
守
真
の
子
元
済
が
本
行
状
を
録
し
て
聞
し
た
と
こ
ろ
、
聖
旨
に
よ
り
史
要
に
付
さ

　
　
　
　
⑪

れ
た
と
あ
る
。
そ
の
行
状
原
本
は
長
文
の
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
「
行
状
」
碑
は
、
石
刻
の
た
め
に
恐
ら
く
は
大

幅
な
節
略
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
率
直
に
蔵
せ
ら
れ
た
行
状
原
本
が
、
　
『
真
君
伝
』
編
纂
作
業
時
に
お
い
て
き
わ
め
て
重

要
な
典
拠
と
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

　
次
に
皇
祐
二
年
（
一
〇
五
〇
）
重
建
時
に
加
え
ら
れ
た
後
序
を
見
よ
う
。
こ
こ
に
は
張
守
真
没
後
の
真
宗
・
仁
宗
期
に
お
け
る
追
贈
号
等
、
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

び
重
建
の
い
き
さ
つ
を
記
す
。
彼
の
遺
骸
は
没
後
十
年
を
経
て
、
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
八
月
に
書
台
郷
郭
堰
社
に
改
葬
さ
れ
る
。
大
中
祥
符

七
年
（
一
〇
一
四
）
、
栩
塾
将
軍
を
改
め
て
栩
聖
保
徳
真
君
の
号
が
賜
わ
る
こ
と
は
、
既
述
の
諸
書
と
一
致
す
る
。
仁
察
が
即
位
す
る
と
、
　
「
今

上
聚
溢
せ
ら
れ
、
嘗
て
瑛
函
を
閲
す
。
因
り
て
蠣
聖
伝
記
を
覧
し
、
頗
る
容
念
を
動
か
さ
」
れ
た
結
果
、
景
祐
年
間
（
一
〇
三
四
－
三
八
）
に
、

張
守
真
に
伝
導
大
法
師
号
が
追
贈
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
本
「
行
状
」
碑
の
題
額
「
団
平
伝
応
大
法
師
行
状
」
は
、
重
書
時
に
冠
せ
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
・
ち
な
み
に
・
嫌
悪
宋
に
勅
命
に
よ
り
さ
ら
に
二
審
加
え
た
伝
応
即
妙
大
師
号
を
追
贈
さ
れ
て
い
如
最
後
に
蓬
の
由
来
と
し
て
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

本
碑
の
剥
落
を
嘆
じ
た
司
竹
監
殿
直
の
尊
君
簡
が
自
費
を
投
じ
て
重
全
し
た
こ
と
を
記
す
。
末
尾
に
重
刊
関
係
者
十
一
名
を
列
挙
す
る
。
道
教

関
係
者
と
明
確
に
判
る
の
は
、
住
持
延
生
観
賜
紫
煙
知
白
、
住
持
資
離
宮
賜
紫
張
知
常
、
住
持
順
天
興
国
観
賜
紫
張
徳
安
、
内
住
持
順
天
興
国
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観
賜
西
之
全
矩
、
住
持
資
裂
溝
賜
紫
蘇
宗
曇
、
上
清
太
平
宮
副
宮
主
賜
講
堂
宗
逸
、
上
清
太
平
宮
主
凝
和
大
師
賜
紫
蘇
子
翔
の
七
人
で
あ
る
。

上
清
太
平
宮
の
土
壇
・
副
宮
主
は
直
接
の
関
係
者
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
名
を
列
ね
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
他
道
観
の
道
士
が
い
か
な
る
関

係
を
張
守
真
と
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
含
め
て
、
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

①
　
　
『
徐
文
華
文
集
』
巻
二
五
に
も
「
大
幕
鳳
翔
府
新
建
上
覆
太
平
宮
碑
銘
」
と
し

　
て
著
録
す
る
。
　
『
古
墨
鋪
華
』
巻
五
で
は
、
本
碑
に
つ
い
て
「
有
神
降
予
鳳
翔
、

　
本
無
稽
之
言
、
而
修
大
之
、
其
楽
書
之
前
茅
乎
。
徐
常
侍
文
繊
麗
、
直
是
五
季
遺

　
習
。
張
奇
書
亦
堅
甲
、
不
堪
与
孫
山
骨
雁
行
。
」
と
云
い
、
太
宗
期
に
お
け
る
上

　
清
太
平
田
に
与
え
ら
れ
た
政
治
的
、
歴
史
的
意
味
に
は
全
く
気
付
い
て
い
な
い
。

②
　
面
癖
求
『
長
安
志
』
巻
一
八
整
屋
県
条
に
糊
代
の
管
下
十
七
郷
を
掲
げ
、
そ
の

　
一
に
「
望
仙
郷
、
在
県
東
四
十
里
、
管
社
一
十
四
」
と
見
え
る
。

③
　
『
混
元
聖
紀
』
巻
九
（
『
道
蔵
』
洞
神
部
譜
錬
類
縮
刷
版
第
三
〇
冊
二
三
八

　
五
一
頁
）
　
「
初
太
宗
風
合
道
楽
、
得
七
千
余
巻
、
命
散
三
曲
侍
国
酒
・
都
制
酷
王

　
禺
偶
校
正
、
劉
去
重
複
、
本
革
鼻
下
宮
観
、
止
三
千
三
百
三
十
七
巻
。
」
『
文
献
通

　
考
』
巻
二
二
四
経
籍
考
五
｝
子
部
神
風
家
条
「
宋
三
朝
国
史
志
日
、
　
（
中
略
）
宋

　
朝
再
遣
官
校
定
、
泰
具
道
釈
志
。
嘗
求
其
霞
、
得
七
千
余
巻
、
命
徐
出
塁
綴
校
、

　
去
其
重
複
、
裁
得
三
千
七
百
三
十
七
巻
。
」

④
　
『
集
註
分
類
東
城
先
生
詩
』
巻
四
釈
老
上
「
読
道
蔵
」
詩
に
附
す
趙
閑
麗
註
に

　
　
　
　
マ
マ

　
「
終
南
県
有
上
清
太
平
宮
、
宮
有
道
蔵
、
先
聖
（
真
宗
）
所
早
書
也
」
と
見
え
る
。

　
ま
た
陳
国
符
『
道
蔵
源
流
孜
』
　
「
歴
代
道
書
目
及
道
蔵
之
纂
修
与
鎧
板
」
条
一
四

　
四
頁
以
下
参
照
。

⑤
や
や
後
の
例
で
あ
る
が
、
『
太
平
広
記
』
巻
軸
神
仙
六
張
子
墨
型
に
杜
光
庭
撰

　
の
『
仙
伝
拾
遺
』
を
引
き
、
「
子
房
登
仙
、
無
為
太
玄
堂
子
、
常
従
老
君
於
太
清

　
門
中
。
其
副
道
陵
得
道
、
朝
箆
揚
之
夕
、
子
房
往
焉
。
」
と
見
え
る
。
　
『
真
君
伝
』

　
末
に
は
「
張
守
真
継
娘
済
、
常
斎
戒
輪
舞
。
真
綿
降
旗
日
、
汝
父
守
真
、
遭
遙
於

　
我
、
故
令
子
孫
受
腰
、
汝
量
器
聞
、
信
州
龍
虎
山
張
無
筆
、
至
今
子
孫
不
語
、
亦

　
逢
於
上
聚
、
得
道
之
後
、
応
及
後
世
、
汝
亦
嫁
星
有
縁
、
直
木
在
家
孝
於
父
母
、

　
食
禄
忠
於
帝
王
、
立
身
揚
名
、
量
非
好
事
」
と
見
え
、
早
天
師
の
後
畜
で
あ
る
と

　
す
る
「
行
状
」
碑
に
比
し
て
あ
い
ま
い
な
玉
珠
に
変
ら
れ
て
い
る
。

⑥
清
王
文
運
輯
註
『
蘇
賦
詩
集
』
巻
三
（
中
華
番
局
中
圏
古
典
文
学
基
本
叢
書

　
一
九
八
二
）
　
「
壬
寅
（
嘉
祐
七
年
）
二
月
、
有
詔
令
郡
萸
分
往
（
鳳
翔
府
）
属
県

　
減
決
囚
禁
、
云
々
。
」
詩
に
「
秘
殿
開
金
鎖
、
神
人
控
玉
糺
、
黒
衣
横
巨
剣
、
被

　
髪
凛
隻
眸
」
の
句
が
見
え
、
不
印
の
註
に
「
颯
聖
像
、
皆
被
髪
跣
足
、
伏
目
擾
罐
、

相
承
旧
夷
」
と
云
う
。

⑦
太
平
興
国
二
年
二
月
五
日
（
『
長
編
』
）
に
着
工
し
て
三
年
で
完
成
し
た
の
で
あ

　
る
か
ら
、
同
五
年
の
こ
と
に
な
る
。
　
「
上
清
太
平
宮
碑
銘
」
の
建
立
が
五
年
閥
月

　
と
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
上
清
太
平
宮
の
完
成
時
に
建
碑
さ
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
ま
た
『
真
君
伝
』
記
述
と
も
一
致
す
る
。

⑧
楊
万
里
『
揮
座
録
』
巻
上
「
太
宗
、
十
月
七
日
生
、
為
乾
明
節
、
後
難
半
寿
寧

　
節
。
」

⑨
　
太
平
興
野
六
年
・
七
年
の
記
事
は
、
　
「
行
状
」
碑
と
『
真
君
伝
』
と
で
は
相
前

　
後
す
る
。

⑩
　
　
『
長
編
』
巻
二
四
太
平
興
国
八
年
五
月
丁
巳
条
「
司
天
春
官
正
客
城
楚
芝
蘭
上

　
言
、
京
師
帝
王
之
都
、
百
神
凝
集
、
今
本
業
東
南
一
曹
而
近
有
地
、
夕
冷
村
、
若

　
於
此
為
五
福
太
一
作
宮
、
則
万
乗
可
以
親
謁
、
有
司
便
出
演
蕃
、
何
幽
遠
趨
江

　
水
、
以
蘇
台
為
呉
分
乎
。
聾
者
不
能
奪
。
丁
卯
、
詔
従
量
陸
墨
、
徒
建
太
…
宮
於

　
蘇
村
。
東
上
閣
門
使
楽
陵
趙
鋳
督
尊
墨
、
傍
令
芝
蘭
及
桐
電
量
学
士
張
斉
賢
同
定

　
祭
法
。
」
ま
た
『
玉
海
』
巻
一
〇
〇
「
太
平
興
国
太
一
宮
」
条
参
照
。
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⑪
「
有
子
日
元
済
、
業
進
士
。
法
師
朝
観
奏
名
、
敷
賜
同
学
究
出
身
。
画
調
選
、

　
録
法
師
行
状
、
以
聞
。
奉
聖
旨
批
附
史
館
。
布
衣
三
儀
集
事
跡
、
門
人
刻
石
、
立

　
子
真
賞
之
右
。
」
子
の
　
兀
済
が
同
学
究
出
身
を
賜
わ
っ
て
官
僚
化
し
て
い
る
の
は

　
注
臼
に
値
い
す
る
。
同
学
究
出
身
は
松
科
中
で
も
最
も
受
験
が
容
易
と
さ
れ
る
も

　
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
の
恩
寵
が
子
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
奏

　
名
の
一
種
か
と
思
わ
れ
る
。

⑫
『
長
安
志
』
巻
一
八
整
屋
県
条
「
書
台
郷
、
在
県
束
三
十
里
、
上
社
一
十
七
。
」

　
上
溝
太
平
宮
の
あ
る
望
仙
郷
の
西
隣
に
当
る
。
本
宮
の
規
模
か
ら
考
え
て
、
そ
の

　
境
内
の
一
画
で
あ
ろ
う
。

⑬
許
翰
『
嚢
城
集
』
巻
三
（
四
庫
全
書
珍
本
掛
員
）
「
伝
慈
法
師
張
守
真
加
糖
妙

　
二
字
勅
」
。

⑭
　
　
『
長
安
働
心
』
巻
一
八
整
屋
税
条
「
司
海
路
、
在
県
爽
南
三
十
里
。
」
　
『
蘇
賦
詩

　
集
』
巻
三
「
壬
寅
二
月
決
囚
経
歴
」
詩
自
註
「
県
有
官
竹
園
、
数
十
里
不
絶
。
」

　
同
巻
五
「
司
竹
監
焼
葦
園
、
云
ゐ
」
詩
査
註
「
宋
時
詩
心
・
傷
害
一
監
、
在
鳳
翔
。
」

　
司
十
二
は
上
清
太
平
宮
と
至
近
の
地
に
あ
る
。
直
隠
簡
は
同
姓
で
あ
る
が
、
同
族

　
か
否
か
は
こ
れ
だ
け
で
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
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四
　
張
守
翼
、
上
清
太
平
宮
と
楼
観
の
関
係

　
楼
観
は
、
整
堂
号
に
存
す
る
、
古
来
よ
り
道
教
の
聖
地
と
さ
れ
る
道
観
で
、
上
清
太
平
宮
と
は
至
近
の
距
離
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
楼
観
の
由

来
は
、
老
子
が
西
行
し
来
る
の
を
紫
気
を
興
じ
て
予
知
し
た
関
令
サ
喜
が
、
当
地
の
自
宅
に
招
い
て
道
徳
二
経
を
授
け
ら
れ
た
の
に
始
ま
る
。

そ
の
意
味
で
楼
観
は
道
教
発
祥
の
地
と
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
上
清
太
平
宮
碑
」
に
も
言
及
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
秦
始
皇
や
漢
武
帝

以
下
、
歴
代
帝
王
の
尊
崇
を
う
け
て
増
修
が
加
え
ら
れ
て
き
た
と
云
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
楼
観
の
由
来
は
後
世
に
順
次
作
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
も
の
で
、
そ
の
存
在
を
史
料
的
に
あ
る
程
度
確
認
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
西
晋
末
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
の
爾
北
朝
に
な
る
と

ほ
と
ん
ど
不
詳
と
な
り
、
北
周
宋
・
階
代
に
至
っ
て
再
び
一
定
の
姿
を
浮
び
上
ら
せ
る
。
つ
い
で
唐
代
の
楼
観
史
は
か
な
り
具
体
的
に
明
ら
か

と
な
る
。
唐
薯
の
き
わ
め
て
厚
い
尊
崇
と
国
家
保
護
を
得
て
、
す
で
に
高
祖
期
に
宗
聖
観
と
い
う
観
額
を
賜
い
、
博
大
な
規
模
を
誇
る
道
観
に

発
展
す
る
だ
け
で
な
く
、
楼
観
派
と
し
て
道
教
の
　
大
宗
派
的
存
在
に
ま
で
な
る
。
老
子
を
遠
祖
と
す
る
唐
室
李
氏
の
道
教
保
護
策
と
い
っ
た

一
般
的
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
唐
の
創
業
期
に
、
楼
観
が
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
が
一
つ
大
き
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
。
唐
高
祖
李
淵
が
太
原
で
挙
兵
し
て
長
安
に
入
城
す
る
、
創
業
の
最
も
早
い
段
階
で
、
楼
観
が
し
か
る
べ
き
意
図
を
抱
き
つ
つ
、
物
心
両
面

に
お
い
て
き
わ
め
て
積
極
的
に
翼
果
集
団
に
加
担
し
た
こ
と
が
、
唐
一
代
を
通
じ
て
、
楼
観
に
対
す
る
唐
室
の
保
護
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
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さ
ら
に
そ
の
立
地
が
長
安
西
郊
の
至
近
に
位
置
し
た
こ
と
も
大
い
に
幸
い
し
た
が
、
当
地
が
特
異
な
道
教
的
な
宗
教
雰
囲
気
に
満
ち
た
地
域
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
楼
観
隆
盛
の
一
因
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
宋
代
の
楼
観
に
つ
い
て
は
、
父
上
ら
の
題
刻
に
散
見
す
る
だ
け
で
、
道

観
と
し
て
の
あ
り
方
等
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
聖
代
に
全
真
教
が
興
り
、
教
祖
王
重
陽
修
真
の
地
と
し
て
当
地
は
祖
庭
と
称
せ
ら
れ
、
全

真
教
の
中
心
的
聖
地
と
な
る
。
そ
し
て
祖
庭
に
近
隣
す
る
楼
観
は
、
全
真
教
教
義
に
組
み
込
ま
れ
た
形
で
、
あ
ら
た
め
て
道
教
発
祥
の
聖
地
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
発
代
に
も
引
き
続
き
全
真
教
隆
盛
の
下
で
楼
観
は
宗
聖
宮
と
改
称
さ
れ
、
元
朝
の
国
家
保
護
を
享

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

廻
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
墨
型
か
ら
元
代
ま
で
の
楼
観
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
北
宋
期

だ
け
が
ほ
と
ん
ど
不
詳
で
あ
っ
た
。
上
清
太
平
宮
の
存
在
は
、
楼
観
と
の
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
楼
観
史
の
空
自
を
埋
め
る
こ

と
に
も
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
張
守
真
と
楼
観
の
関
係
は
、
人
間
の
師
を
求
め
よ
と
い
う
神
命
に
従
っ
て
、
楼
観
道
士
梁
笙
に
つ
い
て
出
家
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

そ
れ
以
後
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
常
に
関
係
が
存
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
端
挨
元
年
（
九
八
八
）
七
月
九

日
の
刊
記
の
あ
る
「
上
清
太
平
宮
鐘
形
」
は
、
唐
代
に
は
楼
観
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
他
所
に
移
さ
れ
て
い
た
鐘
を
、
張
守
真
の
請
に
よ
っ
て
勅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

許
を
得
、
上
清
太
平
宮
に
移
愉
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
移
置
年
月
は
太
平
興
国
五
年
閏
三
月
三
日
と
あ
る
か
ら
、
同
年
四
月
九
日

建
碑
に
か
か
る
「
上
清
太
平
宮
碑
銘
」
の
直
前
、
す
な
わ
ち
、
上
清
太
平
宮
完
成
時
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。
本
塁
記
は
奉
勅
撰
で
あ
る
点
を
考

慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
太
宗
顕
賞
が
著
し
く
目
に
つ
く
。
あ
た
か
も
創
業
の
主
で
あ
る
か
の
ご
と
ぎ
、
あ
る
い
は
道
教
教
理
に
の
っ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
た
政
治
方
針
等
の
讃
美
が
羅
列
さ
れ
、
太
宗
の
嗣
位
が
天
命
・
神
命
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
鐘
と
は
道
観
の
い
わ
ば

シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
楼
観
の
鐘
が
上
清
太
平
宮
に
移
置
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
す
こ
ぶ
る
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
清
太
平
宮
が
楼
観
系
の
道

観
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
の
鐘
記
と
同
年
の
端
換
元
年
十
月
十
八
日
の
教
牒
に
よ
る
と
、
や
は
り
張
守
真
の
請
に
よ
っ
て
、
楼
観
を
改
め
て
、
順
天
興
国
観
の
観
額

　
　
　
⑤

が
賜
わ
る
。
楼
観
名
は
古
来
か
ら
の
一
般
呼
称
で
、
唐
鞍
に
は
正
式
に
は
叢
書
観
と
称
し
た
こ
と
は
既
述
し
た
。
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⑥

　
聖
代
で
の
正
式
名
称
は
、
太
平
興
国
三
年
（
九
七
八
）
に
興
国
観
と
改
称
し
、
つ
い
で
こ
の
度
の
順
天
興
国
観
、
へ
の
改
称
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

順
天
興
国
と
い
う
観
額
は
、
r
太
宗
の
楼
観
に
対
す
る
少
な
か
ら
ざ
る
関
心
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
上
天
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

意
に
順
つ
た
帝
位
継
承
、
我
こ
そ
は
実
質
的
な
開
国
の
主
で
あ
る
と
す
る
太
宗
の
意
識
が
黒
黒
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
観
額
は
む
し
ろ
上
清
太
平
宮
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
楼
観
に
こ
の
騰
勢

が
賜
わ
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
張
守
真
を
媒
介
者
に
仕
立
て
上
げ
、
太
宗
嗣
位
の
正
当
性
を
真
野
の
神
言
と
い
う
形
に
よ
っ
て
察
教
的

に
合
理
化
し
た
張
本
人
が
楼
観
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
楼
観
を
め
ぐ
る
上
清
太
平
宮
、
張
守
真
の
複
雑
な
諸
関
係
は
明
解
な
説
明
が
つ
く
で
あ

ろ
う
。
太
宗
が
抱
い
た
と
思
わ
れ
る
楼
観
に
対
す
る
強
い
関
心
も
全
く
同
じ
脈
絡
で
説
明
で
き
よ
う
。
　
『
真
君
伝
』
冒
頭
部
で
、
真
影
が
張
守

真
に
与
え
る
最
初
の
具
体
的
教
示
と
し
て
剣
法
と
結
壇
の
法
を
記
す
。
結
壇
の
法
と
は
、
国
家
の
た
め
の
上
三
論
、
臣
寮
の
た
め
の
中
三
壇
、

士
庶
の
た
め
の
下
三
壇
の
計
理
壇
の
祭
祠
壇
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
う
ち
、
国
家
の
た
め
の
上
論
壇
中
、
最
上
壇
を
順
天
興
国
壇
と
称
し
、

こ
こ
で
普
天
大
量
を
行
う
と
’
云
う
。
楼
観
の
観
額
が
、
真
君
の
喬
う
祭
祠
儀
礼
で
の
最
上
位
の
祭
壇
名
と
一
致
す
る
乏
い
う
事
実
が
、
、
上
記
の

考
え
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
上
清
太
平
宮
で
は
な
く
、
楼
観
、
即
順
天
興
国
観
こ
そ
が
最
高
位
の
道
観
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
君
降
言
の
影
の
演
出
者
が
自
ず
と
こ
こ
に
浮
上
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行
状
碑
の
皇
宗
二
年
後
序
末
に
順
天
興
国
観
、
す
な
わ
ち
楼
観
の
道
士
二
人
置
名
を
列
ね
て
い
る
事
実
も
、
上
記

の
解
釈
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
後
序
末
に
延
生
観
道
士
の
名
が
見
え
て
い
る
が
、
延
生
観
は
楼
観
境
内
に
存
し
た
末
宮
的
道
観
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
。
芝
露
の
道
教
信
者
と
し
て
有
名
な
玉
真
公
主
が
、
修
真
の
た
め
の
山
居
を
こ
の
地
に
置
き
、
後
に
道
観
と
さ
れ
た
。
延
生
観
と
改
称
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
る
の
は
、
至
言
元
年
十
月
十
八
日
の
太
宗
の
勅
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
楼
観
が
順
天
興
国
観
と
改
称
さ
れ
た
の
と
同
年
月
日
で
あ
り
、
や
は

り
張
守
真
の
講
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
と
は
間
違
い
な
い
。
要
す
る
に
、
真
書
に
よ
る
一
連
の
神
言
は
、
楼
観
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

・
①
　
拙
稿
「
廠
代
楼
観
考
…
欧
陽
訥
「
大
唐
宗
聖
居
睡
」
を
手
が
か
り
と
し
て
一
」
　
　
　
　
　
（
福
永
光
司
編
『
階
唐
時
代
の
道
教
と
仏
教
』
所
収
　
近
刊
予
定
）
参
照
。
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②
　
察
美
彪
『
元
代
白
話
碑
集
録
』
　
（
科
学
出
版
社
　
一
九
五
五
）
に
、
数
例
の

　
「
主
屋
太
清
土
船
宮
聖
旨
碑
」
を
録
す
る
の
を
参
照
。

③
『
金
石
解
髪
』
巻
一
．
二
五
達
文
。

④
「
差
上
髄
鞘
薦
挙
、
端
居
穆
穆
（
法
虚
無
以
用
心
、
雪
曇
倹
以
為
宝
。
（
中
略
）

　
謂
無
為
御
世
、
必
肇
於
有
為
。
庶
幾
一
致
於
理
平
、
琴
芝
威
資
於
墾
作
。
縣
是
啓

　
帝
王
之
盛
業
、
建
開
拓
之
嘉
賞
。
或
伸
義
於
懐
柔
、
或
推
計
於
品
伐
。
乃
舞
干
而

　
棄
遠
商
、
亦
提
剣
以
征
野
庭
。
則
東
南
負
海
之
邦
、
旋
聞
請
吏
。
□
隠
妻
胡
之
地
、

　
親
係
降
王
。
　
（
中
略
）
雲
影
冥
感
、
玄
符
上
心
。
表
出
徳
以
動
天
、
乃
降
神
於
右

　
地
。
建
欝
欝
黒
雲
蔽
徽
、
遺
像
以
星
羅
。
賜
号
太
平
、
示
満
浄
以
寧
也
。
尊
名
颯

　
聖
、
知
皇
天
輔
徳
也
。
　
（
下
略
）
。
」

⑤
　
　
『
金
石
葦
・
編
』
巻
一
三
一
二
「
改
造
終
南
山
膏
口
唇
名
額
牒
。
」
牒
の
発
給
さ
れ
た

　
の
が
端
撲
元
年
十
月
十
八
日
で
、
本
牒
碑
の
刻
石
立
碑
は
六
十
二
年
後
の
皇
祐
元

　
年
十
一
月
丙
申
で
あ
る
。

⑥
『
長
安
志
』
巻
一
八
整
歴
県
条
。

⑦
　
　
「
興
国
」
の
二
字
は
、
太
宗
の
最
初
の
年
号
「
太
平
興
国
」
と
関
連
す
る
こ
と

　
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
前
掲
宮
崎
論
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
こ
の
改
元
は

　
き
わ
め
て
異
例
の
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
歴
代
の
償
例
で
は
、
王
朝
交
替
な
ど
の

　
革
命
で
な
い
限
り
、
新
帝
即
位
後
の
独
自
の
改
元
は
年
が
改
ま
っ
て
か
ら
行
う
の

五
　
太
宗
と
上
清
太
平
宮

　
を
常
と
す
る
。
太
宗
の
即
位
は
、
開
宝
九
年
十
月
二
十
日
（
一
説
に
二
十
一
日
）
ド

　
で
あ
り
、
太
平
興
国
へ
の
改
元
は
、
そ
の
年
も
お
し
迫
っ
た
十
二
月
二
十
二
日
の

　
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
創
業
開
基
の
主
に
こ
そ
似
つ
か
わ
し
い
、
四
字
年
号
で
あ
る

　
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
　
「
太
平
」
の
二
字
は
、
　
「
太
平
君
宋
朝
第
二
主
」
と
い
う

真
霧
の
言
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
年
号
名
称
の
決
定
と
真
君
の
予
言
（
あ

　
る
い
は
偽
作
）
と
、
い
ず
れ
が
先
か
は
に
わ
か
に
は
判
定
し
難
い
。
ま
た
四
字
年

号
と
い
う
点
も
、
年
号
決
定
に
道
教
的
発
想
が
い
か
ば
か
り
か
あ
っ
た
こ
と
を
う

　
か
が
わ
せ
る
。
総
代
に
関
し
て
言
え
ば
、
真
宗
の
大
申
楽
符
年
号
は
ま
さ
に
そ
の

　
典
型
で
あ
る
。
但
、
太
宗
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
自
身
が
ど
の
程
度
の

　
道
教
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
、
む
し
ろ
、
政
治
的
意
図
に
基
づ
い

　
て
道
教
を
巧
み
に
利
用
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑧
前
掲
拙
稿
参
照
。

⑨
『
蘇
賦
詩
集
』
巻
三
「
留
題
延
生
観
後
山
上
小
堂
」
詩
趙
発
卿
註
「
本
朝
端
操

　
元
年
十
月
十
八
目
、
奉
勅
賜
此
名
額
。
」
な
お
『
金
石
葦
編
山
影
一
二
三
に
、
建

　
隆
二
年
立
碑
と
さ
れ
る
「
慶
唐
宮
・
延
生
観
勅
」
碑
を
録
す
る
が
、
王
拠
案
語
が

　
指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
後
世
の
偽
作
碑
で
あ
る
の
で
、
内
容
に
は
一
切
ふ

　
れ
な
い
。
資
聖
宮
に
つ
い
て
は
不
詳
。

　
天
上
よ
り
下
さ
れ
た
真
君
の
神
言
内
容
そ
れ
自
体
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
事
実
と
は
認
め
難
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
神
言
な
る
も

の
に
対
応
し
て
、
現
実
に
種
々
の
行
為
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
厳
然
た
る
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
上
清
太
平
宮
の
建
立
、
神
君
や
張
守
真
へ
の

現
品
は
、
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
事
実
を
繋
ぎ
合
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
景
に
存
し
た
に
ち
が
い
な
い
政
治
的
、
あ

る
い
は
宗
教
的
な
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
、
太
宗
と
楼
観
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
で
あ
る
。
具
体
的
事
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実
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
上
清
太
平
宮
の
前
身
で
あ
る
、
張
守
真
が
私
第
に
築
い
た
北
帝
宮
に
対
し
て
、
太
平
興
国
二
年
の
太
宗
詔
に
よ

る
修
建
が
最
初
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
太
宗
即
位
以
後
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
、
太
宗
の
強
い
関
心
の
背
景
に
何
ら
か
の
事
情
、
あ
る
い
は
政

治
的
意
図
が
存
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
前
は
張
守
真
の
私
的
な
真
君
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
北
帝
宮
を
、
か
く
も
大
規
模
に
増
修
し

て
上
清
太
平
宮
に
改
め
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
別
の
国
家
的
庇
護
を
加
え
る
な
ど
、
太
宗
の
上
清
太
平
宮
に
対
す
る
配
慮
は

並
は
ず
れ
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
他
の
特
定
の
寺
観
類
に
対
し
て
、
太
宗
が
か
ほ
ど
の
関
心
を
集
中
し
て
い
る
例
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
故

に
こ
そ
、
太
宗
の
崩
御
後
に
お
い
て
も
、
上
溝
太
平
宮
は
太
宗
と
の
特
別
な
関
係
を
有
す
る
道
観
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
わ
ち
、
太
宗
の
御
重
を
奉
安
す
る
神
御
殿
が
全
国
に
七
箇
所
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
…
に
こ
の
上
清
太
平
宮
が
含
ま
れ
る
。
真
宗
即
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

直
後
の
威
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
に
、
本
宮
に
新
た
に
神
御
殿
が
増
設
さ
れ
て
太
宗
の
御
容
が
奉
安
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
真
宗
崩
御

後
に
は
、
真
宗
の
神
御
殿
も
本
宮
に
設
け
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
本
宮
と
真
宗
の
関
係
に
ま
で
は
言
及
す
る
余
裕
は
な
い
。
　
『
真
君
伝
』
が

真
宗
に
よ
る
奉
勅
撰
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
記
す
る
に
止
め
た
い
。
さ
て
、
本
宮
に
お
け
る
太
宗
神
御
殿
は
、
修
復
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
、
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

北
端
一
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
清
太
平
宮
に
太
宗
・
真
宗
の
御
言
を
奉
安
す
る
神
御
殿
が
設

け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
太
祖
の
神
御
殿
が
全
国
七
箇
所
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
宮
に
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
示

唆
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
太
宗
と
上
清
太
平
宮
の
関
係
で
見
落
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
趙
普
が
介
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
趙
普
は
、
早
く
は
「
陳
橋
の
変
」
を
太

宗
と
と
も
に
演
出
し
、
　
「
金
匿
預
盟
」
に
も
直
接
関
与
し
、
さ
ら
に
は
斎
王
過
美
謀
叛
事
件
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
人
物
で
あ
る
。

「
並
並
預
盟
」
と
は
、
太
祖
・
太
宗
の
母
昭
憲
太
后
杜
氏
が
臨
終
に
お
い
て
太
祖
を
召
し
、
太
祖
の
死
後
は
帝
位
を
弟
太
宗
に
伝
え
、
太
宗
の

死
後
は
さ
ら
に
そ
の
弟
廷
美
に
帝
位
を
伝
え
る
よ
う
止
血
し
た
。
太
祖
は
誓
書
を
し
た
た
め
、
側
侍
し
て
い
た
趙
普
が
最
後
に
色
名
し
た
。
太

祖
は
こ
の
誓
書
を
金
匿
に
蔵
し
て
宮
人
に
A
叩
じ
て
蟹
に
保
管
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
如
秦
地
色
美
の
謀
叛
事
件
は
・
太
平
興
国
奉
三

月
に
発
覚
し
、
時
の
宰
相
慮
憎
悪
も
趙
普
の
告
発
に
よ
り
連
坐
し
て
失
脚
し
た
事
件
で
あ
る
。
廷
美
は
西
京
洛
陽
で
の
諦
居
を
命
ぜ
ら
れ
る
が
、
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趙
普
の
言
に
よ
り
房
州
に
移
さ
れ
憂
死
す
る
。
こ
の
事
件
発
覚
に
際
し
て
、
趙
普
は
金
平
の
誓
が
存
す
る
こ
と
を
太
宗
に
明
か
し
、
太
宗
の
信

　
　
　
　
⑤

任
を
強
め
る
。
と
こ
ろ
で
、
金
轡
の
誓
な
る
も
の
が
本
当
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
即
位
後
の
太
宗
が
趙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

普
と
と
も
に
作
り
上
げ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
秦
王
妃
美
の
謀
叛
事
件
も
、
す
で
に
太
平
興
国
四
年
に
太
祖
長
子
徳
昭
は

追
ら
れ
て
自
殺
し
、
同
六
年
に
は
次
子
徳
芳
も
病
没
し
た
後
を
承
け
て
、
太
宗
が
自
ら
の
血
統
に
帝
位
を
継
承
さ
せ
ん
が
た
め
の
政
治
的
工
作

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
所
謂
「
金
匿
預
盟
」
と
秦
王
廷
美
謀
叛
事
件
と
は
、
全
く
同
じ
脈
絡
上
の
政
治
的
疑
獄
で
あ
り
、
太

宗
の
政
治
的
意
図
が
こ
れ
ら
の
背
景
に
存
す
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
一
連
の
政
治
的
事
件
の
参
謀
と
し
て
推
進
し
た
の
が
、

太
宗
の
意
を
う
け
た
趙
普
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
趙
普
が
上
清
太
平
安
に
お
い
て
奇
怪
な
真
君
の
神
話
を
得
る
話
し

が
『
玉
壷
清
話
』
巻
六
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
　
年
七
十
一
、
病
久
し
く
生
意
な
し
。
宝
と
す
る
所
の
隻
魚
犀
帯
を
解
き
、
親
吏
黒
雲
な
る
者
を
遣
り
、
上
清
太
平
宮
に
詣
り
鹸
星
し
、
露

　
　
宣
し
て
以
て
往
餐
を
謝
せ
し
む
。
（
中
略
）
神
曰
く
、
起
請
、
開
国
の
忠
臣
な
り
。
奈
何
が
冤
正
身
る
可
か
ら
ざ
る
や
。
（
中
略
）
神
、
淡
墨

　
　
一
巨
益
を
以
て
之
に
示
す
。
雨
雲
、
そ
の
上
に
軍
む
。
但
、
牌
底
に
大
（
一
作
火
）
字
を
見
す
の
み
。
潜
帰
る
。
公
、
力
疾
し
冠
帯
し
て

　
　
寝
を
出
ず
。
涕
泣
し
て
神
語
を
受
く
。
払
底
の
大
字
を
聞
き
、
公
曰
く
、
我
、
之
を
知
れ
り
。
此
れ
必
ず
や
秦
王
廷
美
な
り
。
然
も
当
時

　
　
の
事
、
曲
は
我
に
在
ら
ず
。
な
ん
ぞ
自
ら
慮
町
会
の
堂
吏
寄
島
を
遣
り
て
（
賞
美
）
と
交
通
せ
る
に
与
か
ら
ん
や
。
其
の
事
暴
露
せ
ら
れ
、

　
　
自
ら
其
の
害
を
速
む
。
量
に
当
に
予
を
答
む
べ
け
ん
や
。
但
、
願
く
ば
早
諭
し
て
面
の
あ
た
り
護
法
に
於
て
弁
ぜ
ん
。
曲
直
自
ら
正
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
と
。
是
の
夕
、
普
卒
す
。
一
筑
々
。

上
清
太
平
宮
で
の
真
君
の
神
言
は
、
趙
普
の
二
叉
と
し
て
秦
王
畿
美
の
謀
叛
事
件
を
捏
造
し
た
こ
と
を
暗
に
責
め
る
の
に
対
し
、
趙
普
は
発
覚

後
に
関
与
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
直
接
の
関
連
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
も
や
は
り
、
事
件
の
首
謀
者
が
太
宗
で
あ
る
こ
と
を
言
外

に
色
濃
く
に
お
わ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
太
宗
嗣
位
を
予
言
し
た
真
君
で
あ
れ
ば
。
太
宗
の
好
ま
し
か
ら
ぬ
行
為
に
言
及
す
る
は
ず
が
な
い

の
で
あ
っ
て
、
　
『
真
君
伝
』
で
は
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な
表
現
と
し
て
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
け
だ
し
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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恐
ら
く
別
系
統
の
史
料
系
譜
に
属
す
る
と
考
え
ち
れ
る
『
玉
壷
清
話
』
の
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
は
し
な
く
も
太
宗
と
趙
普
に
よ
る
覇
王
廷
美

垂
垂
事
件
捏
造
の
姦
珊
が
暴
露
さ
れ
た
と
言
え
る
。
逆
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
　
『
真
君
伝
』
の
か
よ
う
な
表
現
そ
れ
自
体
が
、
も
っ
ぱ
ら
太
宗

の
嗣
位
を
正
当
化
す
る
意
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
①
　
揚
万
里
『
揮
塵
録
』
巻
上
、
『
宋
史
』
巻
…
〇
九
七
志
一
二
古
礼
一
二
神
御
殿
条
。
　
　
　
⑥
　
前
掲
一
郭
論
文
参
照
。

　
②
　
『
玉
海
』
巻
一
〇
〇
郊
祀
・
興
国
鳳
翔
上
清
太
平
宮
条
「
威
平
～
二
年
八
月
、
置
　
　
　
　
⑦
　
『
真
君
伝
』
に
も
「
淳
化
中
、
西
京
留
守
中
書
令
趙
普
、
舞
戸
使
備
礼
、
致
醜

　
　
殿
、
奉
太
宗
聖
容
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
震
祈
、
願
聞
休
餐
。
真
君
隆
冨
日
、
趙
普
扶
持
社
櫻
、
甚
有
功
勲
。
上
帝
所
知
、

③
蘇
轍
『
攣
城
集
』
（
四
康
全
書
珍
本
初
集
）
巻
三
四
「
鳳
翔
府
太
平
宮
膳
殿
告

　
遷
太
宗
神
御
祝
文
。
」
こ
の
祝
文
は
元
勲
五
年
（
一
〇
九
〇
）
の
も
の
で
あ
る
。

④
『
源
水
紀
聞
』
巻
一
等
参
照
。

⑤
　
『
長
編
』
巻
二
二
・
二
三
、
　
『
宋
史
』
巻
一
一
四
闘
騒
騒
廷
美
伝
参
照
。
ま
た
同

　
巻
二
五
六
趙
鍛
日
併
凹
に
は
「
ム
山
柴
早
撃
。
趙
鋳
等
出
口
秦
王
廷
美
驕
恣
、
将
有
陰
謀
縞

　
発
。
帝
召
闇
。
普
言
、
願
備
枢
軸
以
察
露
盤
。
外
藩
上
書
、
自
乗
頭
聞
太
祖
・
昭

　
憲
皇
太
后
顧
託
之
事
、
辞
葦
切
至
。
太
宗
感
悟
、
召
見
慰
諭
。
　
（
中
略
）
及
浩
陵

　
（
廷
美
）
審
敗
、
多
遜
南
遷
、
岩
上
之
力
也
。
」
と
あ
る
。

賜
汝
福
寿
。
然
以
大
妨
小
、
幽
府
亦
欝
欝
対
、
当
啓
踊
真
影
、
告
祈
天
地
、
酋
憐

前
非
。
吾
亦
与
汝
達
予
上
帝
、
庶
解
戴
各
、
汝
官
職
画
数
、
已
有
限
　
。
其
使
録

之
而
去
。
普
雛
読
感
涕
、
因
焚
香
謝
過
、
復
野
人
諌
言
設
醗
。
」
と
見
え
、
秦
王
、

廷
美
謀
叛
購
件
に
は
直
接
ふ
れ
ず
、
か
な
り
ぽ
か
さ
れ
た
蓑
現
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
玉
壷
請
話
』
に
言
う
の
と
同
一
事
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
『
宋

史
』
本
俵
で
は
「
先
是
、
測
試
親
藩
藪
潜
、
詣
上
清
太
平
宮
致
薦
。
神
為
降
言

目
、
眼
中
、
宋
朝
忠
臣
、
久
罹
病
、
亦
有
冤
累
算
。
潜
還
。
普
力
疾
冠
帯
、
出
中

庭
受
神
言
、
涕
漁
感
咽
。
山
猿
、
卒
。
」
と
見
え
る
。
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結

甑闘口

、
太
宗
嗣
位
を
め
ぐ
る
疑
惑
に
関
し
て
、
僧
文
螢
撰
の
『
湘
山
野
録
』
よ
り
確
実
に
早
い
時
期
の
諸
記
録
を
検
討
し
て
き
た
が
、
結
論
的
に
言

え
ば
、
そ
の
疑
惑
は
む
し
ろ
深
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
っ
と
も
、
太
宗
の
太
祖
殺
害
が
事
実
か
否
か
は
、
や
は
り
千
古
の
疑
案
と

言
う
外
な
い
。
し
か
し
、
太
宗
体
位
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
一
定
の
疑
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
即
位
直
後
の
時
点
で
太
宗
が
懸
命
に

自
己
の
帝
位
継
承
の
正
当
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
彼
の
嗣
位
正
当
化
の
最
た
る
も
の
が
、
鳳
翔
府
蟄
屋
県
望
仙
郷
に
降

っ
た
と
さ
れ
る
翔
聖
保
徳
舟
君
に
よ
る
「
真
主
」
、
　
「
太
平
君
宋
朝
第
二
主
」
、
　
「
晋
王
有
仁
心
」
等
の
神
言
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
繰

り
返
し
言
う
が
、
太
宗
嗣
位
に
関
す
る
船
君
の
一
連
の
予
言
が
事
実
で
あ
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
君
を
奉
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安
す
る
立
大
な
上
清
太
平
宮
が
勅
命
に
よ
り
造
営
さ
れ
、
手
厚
い
国
家
的
庇
護
が
加
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
真
君
の
神
言
媒
介
者
た
る
張
守

真
に
対
し
て
も
、
尊
号
恵
賜
や
楼
観
関
係
の
度
重
な
る
請
願
が
全
て
勅
許
せ
ら
れ
る
な
ど
、
太
宗
の
恩
寵
ぶ
り
は
異
常
と
も
思
え
る
も
の
が
あ

る
。
史
料
上
は
、
太
平
興
国
五
年
建
の
「
上
清
太
平
宮
碑
銘
」
に
ま
で
湖
及
で
き
る
太
宗
と
真
君
と
の
関
係
は
、
威
平
二
年
初
建
の
「
伝
応
大

法
師
行
状
」
碑
を
経
て
、
大
中
祥
符
九
年
楼
上
の
『
翔
聖
保
徳
下
宿
伝
』
で
一
つ
の
完
成
し
た
体
裁
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。
　
『
長
編
』
や

『
皇
朝
事
実
類
苑
』
急
所
引
の
楊
億
『
仁
心
』
の
当
該
記
事
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
　
『
真
心
伝
』
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
書
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

記
事
も
、
お
お
む
ね
『
真
君
伝
』
系
統
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
、
文
五
三
の
『
湘
山
野
録
』
と
『
玉
壷
清
心
』
は
、
や
や
伝
聞
系
統
を
異
に

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
既
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
太
宗
の
側
に
と
っ
て
、
此
位
を
め
ぐ
る
巷
間
で
の
疑
惑
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
、
民
心
を
収
擁
す
る
こ
と
は
政
治
的
な
急
務
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
ろ
う
。
太
宗
の
き
わ
め
て
冷
徹
な
政
治
的
人
間
像
か
ら
推
し
て
、
真
電
の
存
在
や
そ
の
神
言
を
頭
か
ら
信
じ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
確
か

に
太
宗
に
も
一
定
の
道
教
志
向
が
認
め
ら
れ
は
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
既
に
言
及
し
た
華
山
の
陳
搏
と
の

関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陳
搏
に
関
し
て
は
、
先
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
　
『
真
野
伝
』
で
は
真
君
の
神
書
と
し
て
「
搏
の
錬
気
養
神
、
頗
る

其
の
要
を
得
。
然
れ
ど
も
物
に
及
ぶ
の
功
は
未
だ
至
ら
ず
。
但
、
主
掌
す
る
所
有
る
の
み
」
と
云
い
、
　
「
行
状
」
碑
で
の
張
守
真
の
臨
終
の
言

「
吾
、
怪
魅
を
訣
介
す
る
の
功
あ
る
も
、
飛
昇
を
修
錬
す
る
の
妙
を
衝
く
。
（
中
略
）
上
帝
、
吾
の
物
に
及
ぼ
す
の
勲
を
録
し
て
、
已
に
符
命
を

領
し
、
五
土
の
主
を
授
け
ら
れ
た
り
」
と
き
わ
め
て
対
称
的
な
こ
と
に
気
付
く
。
つ
ま
り
、
個
人
的
修
養
に
よ
る
倦
化
よ
り
も
、
’
民
衆
救
済
に

重
き
を
置
く
評
価
が
認
め
ら
れ
る
。
政
治
的
に
利
用
価
値
が
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
者
の
道
教
的
立
場
で
あ
っ
て
、
事
実
、
両
者

に
薄
す
惹
太
宗
の
待
遇
も
、
張
守
真
に
対
す
る
方
が
は
る
か
に
厚
い
も
の
が
あ
る
。
太
宗
が
神
言
を
政
治
的
意
図
か
ら
利
用
す
る
に
際
し
、
除

鉄
、
趙
普
等
が
恐
ら
く
重
要
な
ブ
レ
ー
ン
役
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
神
言
を
演
出
し
た
の
は
楼
観
派
道
教
勢
力
で
あ
っ
た
ろ
う
。
張
守

真
は
、
出
家
入
道
、
鐘
の
移
置
、
観
額
奏
請
な
ど
、
常
に
楼
観
と
密
着
し
た
形
で
行
動
し
、
い
わ
ば
楼
観
の
利
害
代
弁
者
と
し
て
立
ち
表
わ
れ

る
。
神
懸
り
の
癖
を
有
し
、
長
囎
の
法
を
善
く
し
た
か
と
も
思
え
る
張
守
真
は
、
楼
観
の
具
体
的
示
唆
に
基
づ
く
太
宗
嗣
位
正
当
化
を
強
調
す
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る
神
言
を
、
本
人
は
恐
ら
く
は
そ
れ
と
信
じ
て
伝
え
た
、
あ
や
つ
り
人
形
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
唐
代
に
国
家
道
教
的
立
場
に
あ

っ
た
楼
観
派
道
教
に
と
っ
て
、
民
衆
道
教
色
を
強
め
る
唐
末
五
代
を
経
た
宋
初
の
時
期
は
、
唐
代
の
国
家
的
庇
護
は
も
は
や
完
全
に
喪
央
し
て
、

そ
の
教
勢
の
衰
退
は
お
お
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。
新
た
に
成
立
し
た
宋
王
朝
に
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
国
家
的
庇
護
の
下

に
教
勢
を
再
興
さ
せ
る
好
期
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
か
つ
て
楼
観
は
、
階
末
の
群
雄
並
び
立
つ
情
勢
下
に
お
い
て
、
い
ち
早
く
李
淵
集
団
に

積
極
的
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
で
、
以
後
の
唐
一
代
に
わ
た
る
隆
盛
の
基
礎
を
築
い
た
経
験
を
も
つ
。
統
一
を
目
前
に
し
た
宋
朝
創
業
期
に
当
り
、

か
つ
て
晴
曇
三
春
と
同
じ
く
、
再
び
積
極
的
な
宗
教
的
、
政
治
的
工
作
を
意
図
し
た
こ
と
は
十
二
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
立
地
は

唐
代
に
あ
っ
て
は
長
安
西
郊
の
至
近
に
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
有
効
に
作
用
し
た
も
の
の
、
宋
朝
首
都
開
封
と
の
少
な
か
ら
ざ
る
距
離
の
問
題
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ら
に
は
、
太
祖
期
に
お
け
る
仏
教
に
好
意
的
な
雰
囲
気
が
支
配
す
る
政
権
中
枢
の
あ
り
方
な
ど
は
、
楼
観
側
の
働
き
か
け
を
実
効
の
な
い
も

の
に
帰
し
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
太
祖
の
突
然
の
崩
御
と
弟
太
宗
の
嗣
位
、
そ
の
不
自
然
な
兄
弟
間
の
帝
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
巷
間
に

広
ま
る
疑
惑
、
即
位
後
の
太
宗
に
よ
る
実
質
的
建
国
者
を
標
傍
す
る
が
如
き
、
太
祖
期
の
政
策
を
一
八
○
度
転
換
す
る
諸
々
の
新
政
策
な
ど
な

ど
、
小
革
命
と
で
も
言
う
べ
き
情
勢
の
」
大
変
化
が
現
出
す
る
。
楼
観
側
に
と
っ
て
願
っ
て
も
な
い
情
勢
の
好
転
で
あ
る
。
か
く
て
太
宗
嗣
位

の
不
明
朗
さ
を
真
心
の
神
言
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
天
上
の
意
志
に
よ
っ
て
嗣
位
は
既
定
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
筋
書
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ソ
カ
ソ

楼
観
勢
力
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
張
守
真
を
介
し
て
人
間
に
伝
え
ら
れ
る
工
作
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
　
『
真
霜
伝
』
後
半
に
は
、

密
訴
の
神
意
を
体
し
た
張
寺
真
に
よ
る
多
く
の
霊
験
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
疾
病
を
治
麗
し
、
狐
愚
き
を
除
去
す
る
な
ど
、
民
衆
レ
ベ
ル
で

の
救
済
・
怪
異
破
除
の
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
恐
ら
く
張
守
真
の
本
来
の
姿
は
、
こ
の
よ
う
な
民
間
信
仰
に
お
け
る
巫
的
存
在
に
近
い
も
の
で
、

道
教
教
理
に
ど
の
程
度
の
造
詣
を
有
し
て
い
た
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
　
「
行
状
」
碑
に
「
吾
、
怪
魅
を
謙
覆
す
る
の
功
有
る
も
、
載
る

に
飛
昇
の
妙
を
修
錬
す
る
を
庸
く
」
と
自
ら
言
い
、
　
『
真
君
伝
』
に
お
い
て
も
、
真
青
と
張
守
真
の
間
に
か
わ
さ
れ
る
教
義
問
答
は
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

わ
ず
か
な
部
分
を
占
め
る
の
み
で
、
取
っ
て
付
け
た
感
す
ら
覚
え
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
張
守
真
の
存
在
は
毒
魚
の
道
教
信

仰
の
傾
向
の
一
端
を
示
す
も
の
と
言
え
る
が
、
彼
を
伝
統
あ
る
楼
観
の
道
士
に
仕
た
て
上
げ
る
こ
と
で
、
道
教
的
権
威
は
し
か
る
べ
く
付
与
さ
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れ
る
こ
と
に
な
り
、
皇
帝
嗣
位
と
い
う
政
治
上
の
最
も
重
要
な
問
題
と
関
連
付
け
る
こ
と
も
よ
り
容
易
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
太
宗
の
帝
位
継
承
問
題
を
正
当
化
せ
ん
と
す
る
政
治
的
意
図
と
、
教
勢
回
復
を
図
ら
ん
と
す
る
楼
観
道
教
勢
力
の
宗
教
的
意
図
と
が
、

に
一
致
し
た
結
果
が
、
太
宗
と
上
清
太
平
宮
・
誤
字
真
と
の
諸
関
係
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

①
　
『
隆
平
集
』
巻
三
澗
祭
条
「
有
神
降
於
終
南
山
道
士
劉
守
真
、
以
為
天
之
宗
神
、

　
玉
船
殺
将
軍
。
守
真
毎
斎
戒
祈
請
、
必
至
。
至
則
空
中
風
粛
然
、
声
如
嬰
児
。
独

　
守
真
能
暁
。
開
宝
九
年
、
太
祖
不
予
、
駅
召
守
真
。
令
間
中
。
日
、
上
天
宮
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
成
、
玉
鎖
開
　
。
晋
王
有
人
心
。
詑
言
不
復
降
。
太
平
指
間
六
年
、
封
神
為
颯
聖

　
将
軍
。
」
『
玉
海
』
巻
一
〇
〇
郊
祠
・
興
国
鳳
翔
上
清
太
平
宮
条
「
国
初
、
有
神
降

　
子
整
歴
罠
張
守
真
家
。
守
真
為
道
士
、
即
所
居
創
北
帝
宮
。
太
宗
嗣
位
、
真
罵
降

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
言
、
有
忠
素
加
福
愛
畏
治
国
之
語
。
詔
於
終
南
山
下
薬
宮
、
凡
二
年
宮
成
。
宮
中

　
有
通
明
殿
、
斜
日
」
⊥
漉
佃
太
皿
L
骨
口
。
加
魍
真
珊
凋
預
捌
口
祀
神
之
夕
、
嘱
望
糖
引
。
興
国
山
ハ
陥
牛

　
十
一
月
壬
戌
、
封
鎖
為
四
聖
将
軍
。
祥
符
七
年
、
一
号
翼
翼
保
徳
真
慰
。
凡
真
君

　
所
重
語
、
帝
命
王
欽
若
、
生
姜
三
巻
。
九
年
十
月
己
卯
、
上
之
。
上
作
序
、
名
臼

　
真
君
伝
」
　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
末
（
T
4
9
・
棚
b
～
c
）
　
「
圏
初
、
有
天
神
降

　
子
徳
屋
野
守
真
家
。
自
言
、
漁
業
之
輔
、
奉
上
帝
命
護
衛
宋
朝
。
所
言
禍
福
皆

　
験
。
守
真
遂
為
道
士
。
至
是
、
上
盤
守
真
入
見
。
陳
立
証
設
酷
之
法
。
救
於
環
林

苑
設
周
天
大
醜
。
遣
起
居
舎
人
王
承
従
、
就
終
南
由
駆
上
溶
太
平
宮
、
以
奉
天

　
神
。
上
親
征
太
原
。
天
神
降
言
、
宜
設
醜
謝
勝
捷
。
単
寧
王
師
奏
捷
。
上
遣
使
詣

　
宮
醜
謝
。
其
夕
、
降
雪
日
、
上
帝
諸
天
愛
煙
、
寒
冒
延
久
、
過
於
有
唐
。
乃
詔
封

　
天
神
為
颯
聖
保
徳
真
冬
、
賜
守
真
執
縛
大
師
。
自
製
公
卿
子
庶
田
富
祈
叩
、
必
降

　
語
上
郷
。
　
（
国
朝
会
要
）
。
」

見
事

　
　
な
お
、
軍
鼓
撰
の
『
宋
朝
審
実
』
巻
七
道
豊
麗
に
、
出
所
は
明
記
し
な
い
な
が

　
ら
、
か
つ
一
部
節
略
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
忠
実
に
『
真
草
伝
』
を
引
用
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
李
低
は
、
北
宋
末
・
南
密
語
の
人
で
あ
る
。

②
　
荒
木
敏
一
「
宋
太
祖
酒
癖
考
」
　
（
『
史
林
隠
三
八
一
五
　
一
九
五
五
）
に
、
太

　
祖
・
太
宗
の
性
格
や
人
間
像
の
対
比
が
簡
潔
に
な
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
。

③
竺
沙
雅
章
「
寺
観
の
賜
額
に
つ
い
て
」
（
前
掲
露
所
収
）
注
④
参
照
。

④
　
　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
四
三
（
T
4
9
・
甥
b
）
に
は
、
　
『
真
理
伝
』
の
教
義
問
答
を

　
で
た
ら
め
だ
と
し
た
仏
教
側
か
ら
の
手
厳
し
い
非
難
を
載
せ
る
。
　
「
又
望
欽
若
奉

　
詔
、
撰
颯
聖
真
齎
俊
。
其
間
野
仏
、
最
為
失
義
。
如
神
聖
云
、
諸
天
万
霊
仙
衆
梵

　
仏
、
悉
来
朝
上
帝
。
夫
単
為
三
界
師
、
為
天
中
尊
。
仏
所
住
処
、
梵
天
帝
釈
皆
来

　
衛
従
。
明
知
天
帝
所
以
弾
込
也
。
事
誤
言
仏
来
朝
帝
。
無
為
無
状
。
鰯
袈
既
自

　
言
、
帝
輔
其
位
無
難
。
下
垂
有
此
、
失
理
之
言
。
欽
若
稗
称
量
仏
、
作
伝
之
辞
、

　
亦
未
必
有
難
語
。
特
恐
道
流
不
知
天
位
、
記
章
此
言
、
入
選
伝
中
。
錐
欲
尊
天
而

　
卑
仏
、
適
所
以
誕
田
鰻
慢
仏
也
。
滑
革
哉
。
」
北
宋
前
半
期
の
太
祖
期
か
ら
太
宗

　
期
、
太
宗
期
か
ら
真
宗
期
へ
の
政
治
的
動
向
、
と
く
に
本
稿
で
も
わ
ず
か
に
言
及

　
し
た
整
粒
や
王
欽
若
、
そ
の
他
の
江
南
撮
身
官
僚
の
役
割
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、

　
江
南
茅
山
派
道
教
の
動
向
な
ど
、
検
討
を
要
す
べ
き
問
題
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る

　
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
後
考
を
期
し
た
い
。

　
〔
附
記
〕
　
本
稿
は
昭
和
五
十
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
総
合
研
究
㈹
「
十
世
紀
以
降
二
十
世
紀
初
頭
に
至
る
中
国
社
会
の
権
力
構
造
に
関
す
る
総
合
的

研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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京
都
大
学
教
養
部
助
教
授
　
京
都
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Arurnor　that　Song　Tα伽宋太祖was　murdered　and

Taoist　temple　Shang－qing－Tai－Ping－gong上清太平宮

by

Hajime　Otagi

　　There　has　been　a　rumor　that　Song　Taizu　was　murdered，　because　the

process　of　the．succession　from　Taizu　to　his　younger　brother　Taizong

太宗was　not　clear　and　all　proofs　that　we　have　on　this　succession　are

circumstantial　ones．　ln　the　policy　of　Taizong　for　Taoism　we　can

detect　further　proof　in　which　this　rumor　was　certified　as　correct．

This　proof　is　as　follows．

　　The　Louguan　pai楼観派of　Taoism　had　a　base玉n　the　westem　suburb

of　Chang’an長安and　wi61ded　great　power　in　the　Tang　Period，　but　it

had　declined　since　the　end　of　that　period．　Song　Taizoエ〕g　supported

this　party　unusually．　lmmediately　after　ltis　succession　an　oracle　was

disseminated，　which　said　that　the　succes＄20n　by　Taizong　had　been

decided：　Taizong　built　a　magnificent　Taoist　ternple　for　tke　god　of　the

oracle．　lnvestigating　tkis　oracle　we　can　get　some　evidence　that　leads

us　to　suspect　that　it　was　made　by　the　Louguan　pai　intentionally．　And

we　can　cOnsider　that　Taizong　used　it　in　order　to　ratio．nalize　his　own

succession．　This　affair　shows　a　political　phrase　of　the　early　Song

period　With　Zhen20ng真宗，s　worshipPing　Taoism　and　the　trend　of　the

bureaucrats　from　Jiangnan江南outstandingiy．

The　Origins　of　・Machiavelli’s　Thought

As　Revealed　by　His　Choice　of　Expressions

by

Eiichi　Shibayama

　　The　paper　attempts　to　probe　the　origiR　of　the　complex　thought　of

Niccolb　Machiavelii－and　specifically　his　political　outlook　and　historical

ideas－through　the　particular　nuances　with　whick　he　uses　such　com一

（319）




